
帳簿諸票の備付け等に関する事務の取扱いについて

平成4年8月21日総三第28号高等裁判所長官，地方，

家庭裁判所長あて総務局長通達
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平成4年8月21日付け最高裁総三第27号事務総長通達「事件関係の帳簿諸票の備付け等に
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ノ

ついて」 （以下「事務総長通達」 という。 ）記第5の定めに基づき，標記の事務の取扱いについ

て下記のとおり定めましたので， これによってください。

なお，簡易裁判所に対しては，所管の地方裁判所長から伝達してください。

記

第1 様式

帳簿諸票の様式は，別紙様式第1から別紙様式第69までのとおりとする （別表第1から別

表第8まで参照） 。

第2使用方法及び記載要領

1 事件簿（別紙様式第1から別紙様式第47まで）

(1)使用方法

ア作成

別表第1から別表第4までの「帳簿諸票の名称」欄に掲げる各事件簿（以下「事件

簿」 という。 ）は，司法年度ごとに作成する。ただし，高等裁判所，地方裁判所又は家

庭裁判所（簡易裁判所にあっては，その所在地を管轄する地方裁判所） （以下「高等裁

判所等」 という。 ）の定めるところにより，事件が係属した時に作成することができる。

イ備置き

事件簿は，バインダーにとじて，事件係（事件係の置かれていない支部及び簡易裁判

所並びに出張所において事件係の事務を取り扱う者を含む。以下同じ。 ）に備え置く。

ただし，高等裁判所等の定めるところにより， 当該事件を取り扱う部（下級裁判所事務

処理規則（昭和23年最高裁判所規則第16号）第10条の2第2項の規定により部と

みなされるものを含む。以下同じ。 ）に備え置くことができる。

ウ区分又は別冊

事件簿は， 当該事件を取り扱う部に備え置く場合その他事務の取扱い上必要がある場

合には，高等裁判所等の定めるところにより，事件又は令状の種類ごとに区分し，又は

別冊とすることができる。

エ登載事項

事件簿には， 当該年度中に受け付けた事件（平成4年8月21日付け最高裁総三第2

6号事務総長通達「事件の受付及び分配に関する事務の取扱いについて」 （以下「受付

分配通達」 という。 ）別表第1から別表第9までに掲げる事件）に関する事項を登載す

る。

なお，前年度以前の年度の未済事件を当該年度の事件簿の冒頭に移記することは，差

し支えない。

オ事件簿予備欄

『）
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民事事件，行政事件又は家事事件の事件簿について， 当事者が多数のためその他必要

がある場合には，事件簿予備欄を使用する。事件簿予備欄は，その様式を別紙様式第6

9のとおりとし， 当該事件簿の末尾にとじる。

力他の帳簿諸票との関係

事件簿の「検察庁に記録送付」に事件記録（刑事訴訟規則（昭和23年最高裁判所規

則第32号）第293条の規定により返還すべき書類及び書面を含む。 ）の受領印を受

けた場合には，事件関係送付簿への登載は要しない。

キ製本

事件簿は，登載された全事件について当該審級に係る記載を終えた時又はエのなお書

きの定めにより移記した時に，バインダーから取り外して製本する。ただし， 当該年度

を経過した時に製本することも，差し支えない。

）記載要領

ア全事件関係

（ｱ）記載の担当者

「保存」以外の箇所は，事件係又は(1)のイのただし書の定めにより事件簿を備え

置いた部において記載する。ただし，高等裁判所等の定めるところにより，事件係の

記載すべき箇所のうち一部の箇所を記録係（記録係の置かれていない支部及び簡易裁

判所並びに出張所において記録係の事務を取り扱う者を含む。以下同じ。 ）に記載さ

せることができる。

（ｲ） 「事件番号」

年度の初めから登載順に通し番号を記載する。この場合において，同じ事件記録符

号の事件について，異なる事件簿に登載し，又は事件簿を区分し，若しくは別冊とし

たときは，異なる事件簿ごとに，又は区分し，若しくは別冊とした部分ごとに区分し

得る番号を用いる。

（ｳ） 「ちよう用印紙」

手数料としての収入印紙がはり付けられ，又は添付されている場合にはその額を記

載し，はり付けられておらず，かつ，添付されていない場合には斜線を引く。

（工） 「終局」 ， 「結果」及び「終局結果」

当該事件を担当する裁判所書記官からの通知に基づいて記載する。

（ｵ） 「記録送付」

異議の申立て，上訴，移送，回付等により事件記録を他の裁判所に送付した場合に

記載する。

（力） 「控訴の提起」等の上訴の提起に関する事項を記載する箇所

(2)

ア
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飛躍上告又は特別上告があった場合には，その旨を記載する。

（ｷ） 「控訴審」等の上訴審に関する事項を記載する箇所

上訴審から事件記録が返還され，又は完結の通知があった場合に，事件記録又は通

知書に基づいて記載する。

（ｸ） 「備考」

a 未済事件を次年度以降の事件簿に移記した場合には，その旨を記載する。

b 上訴又は異議に関する事項を記載する箇所がない事件簿にこれらの事項を記載す

る場合には，上訴又は異議の種別， 申立ての年月日，終局の年月日及び結果を記載

する。

c 抗告の提起に基づき再度の考案による更正があった場合において，抗告提起事件

に関する事項を記載する箇所がない事件簿にあっては，更正決定の年月日及びその

要旨を記載する。

d共助事件において転嘱を受けた場合には，共助事件簿の「備考」に転嘱した裁判

所を記載する。

e 令状が返還された場合には，令状請求事件簿の「備考」にその旨及びその年月日

を記載する。

イ民事事件及び行政事件関係

（ｱ）欄の使用

a l事件について1欄を用いて記載する。

b 当事者が多数である場合には, aの定めにかかわらず, 1事件について数欄を用

いることができる。 この場合において，全当事者に共通な事項は，最初の欄に記載

すれば足りる。

c 事件簿予備欄を使用する場合には，事件簿の当事者を記載する箇所に「何某ほか

何名，予備欄何ページ」 と記載する等，事件簿予備欄を使用したことを明らかにす

る。

（ｲ） 「訴訟の目的の価額」 ， 「調停を求める事項の価額j及び「労働審判を求める事項

の価額」

訴え等が財産権上の請求でない請求に係る場合又は訴訟の目的の価額等を算定する

ことができない場合若しくは極めて困難な場合には，その旨を記載する。

（ｳ） 「控訴の提起」等の上訴の提起に関する事項を記載する箇所

上訴を提起したものの当該審級における当事者としての地位をも記載する。当事者

が多数である場合には，上訴を提起したものの氏等をも併せて記載する｡

（ｴ） 「異議申立て」
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当事者が多数である場合には，異議を申し立てたものの氏等をも記載する。

（ｵ） 「記録送付」

上訴審における事件の完結に伴い，事件記録を第一審又は原審に送付する場合にも

記載する。

（力） 「保存」

a 当初記載した完結年月日又は保存終期年月日を訂正した場合には，その訂正の事

由を左側余白部分に記載する。

b 手形判決，小切手判決又は少額訴訟判決に対して異議が申し立てられた場合にお

いて，異議が取り下げられ，又は異議を却下する裁判が確定したときは，保存に関

する事項は，手形訴訟事件及び小切手訴訟事件簿又は少額訴訟事件簿の「保存」に

記載する。

c 支払督促に対する督促異議が申し立てられた場合において，督促異議が取り下げ

られ，又は督促異議を却下する裁判が確定したときは，保存に関する事項は，督促

事件簿の「保存」に記載する。

（ｷ） 「備考」

a 簡易確定事件を移送し，又は回付した場合には，簡易確定事件簿の「備考」に事

件記録を送付した旨及びその年月日を記載する。

b 異議後の訴訟において簡易確定決定に対する異議が一部取り下げられた場合には，

民事通常訴訟事件簿の「備考」にその旨を記載する。

（ｸ） 「受領印」

a 訴状， 申立書等に郵便切手が添付されている場合には括弧内にその額を記載し，

添付されていない場合には括弧内に斜線を引く。

b保全命令事件簿及び強制執行等事件簿については，登録免許税用の収入印紙が添

付されている場合には括弧内にその額を記載し，添付されていない場合には括弧内

に斜線を引く。

ウ刑事事件関係

（ｱ）欄の使用

被告人又は申立人1人について1欄（刑事共助事件簿にあっては， 1件について1

欄）を用いて記載する。 1件について数人の被告人又は申立人がある場合には，全員

に共通な事項は,最初の欄に記載すれば足りる。

（ｲ） 「申立人」及び「請求者」

申立人又は請求者の訴訟上の地位又は資格をも記載する。

（ｳ） 「控訴申立て」等の上訴の申立てに関する事項を記載する箇所
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上訴を申し立てた者の訴訟上の地位又は資格をも記載する。

（工） 「取下げ」

事件記録の送付前に上訴の取下げがあった場合に記載する。

（ｵ） 「備考」

刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法（昭和38年法律第

138号）第3条により参加の申立てが許された場合には， 「年月日何某参加」 と記

載する。

（力）民事事件及び行政事件関係の定めの準用

a 刑事損害賠償命令事件簿については， イの(ｱ)のa及びb,同(z),同(力)のa及

びb並びに同(ｸ)のaの定めを準用する。 この場合において，同(力)のbの定め中

「手形判決，小切手判決又は少額訴訟判決」 とあるのは「刑事損害賠償命令の申立

てについての裁判」 と， 「手形訴訟事件及び小切手訴訟事件簿又は少額訴訟事件

簿」 とあるのは「刑事損害賠償命令事件簿」 と読み替えるものとする。

b刑事雑事件簿（刑事和解事件簿） ，刑事雑事件簿（刑事和解雑事件簿）及び刑事

雑事件簿（刑事和解等雑事件簿）については， イの(ｱ)のa及びb,同(ｵ)並びに同

（ｸ)のaの定めを準用する。

エ家事事件等関係

（ｱ）民事事件及び行政事件関係の定めの準用

イの(ｱ)， （ｲ)， （ｳ)， （力)のa及び同(ｸ)の定めを準用する。

（ｲ）審判を受ける者等を記載する箇所

相続の放棄の申述の受理事件における被相続人，遣言書の検認事件における遣言者

等の事件の特定に必要な者の氏名をも記載する。

オ少年事件関係

（ｱ）欄の使用

少年1人について1欄（少年審判等共助事件簿にあっては， 1件について1欄）を

用いて記載する。

（ｲ）刑事事件関係の定めの準用

少年保護事件簿については， ウの(ｳ)の定めを準用する。

力医療観察事件関係

（ｱ）欄の使用

対象者1人について1欄（医療観察共助事件簿にあっては， 1件について1欄）を

用いて記載する。

（ｲ） 「法42条1項1号又は2号の決定をした裁判所への通知」
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対象者について医療を終了する旨の決定をした裁判所の裁判所書記官は， 当該決定

があったこと及び当該決定の確定日を心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者

の医療及び観察等に関する法律（平成15年法律第110号。以下「法」 という。 ）

第42条第1項第1号又は第2号の決定をした裁判所に通知をした場合には， 当該通

知をした日を記載する。

（ｳ） 「医療終了」

法第42条第1項第1号又は第2号の決定をした裁判所の裁判所書記官は，対象者

について医療が終了したことを了知した場合は，医療終了の日を記載する。

（工）刑事事件関係の定めの準用

ウの(ｲ)から(工)までの定めを準用する。

2上訴申立書等記録簿（別紙様式第48）

（1）使用方法

ア上訴申立書等記録簿は，司法年度ごとに作成し，事件係に備え置く。ただし，高等裁

判所等の定めるところにより，部及び訟廷事務を分掌する係（係の置かれていない支部

及び簡易裁判所並びに出張所において訟廷事務を取り扱う者を含む。 ） （以下「係」 と

いう。 ）ごとに備え置くことができる。

イ上訴申立書等記録簿は，高等裁判所等の定めるところにより，事項ごとに区分し，又

は別冊とすることができる。

ウ上訴申立書等記録簿には， 当該年度中に受け付けた上訴申立書（受付分配通達記第2

の4の(1)の定めにより事件簿に登載するものを除く。 ) ,被疑者の国選弁護人選任の

申請書，被疑者の勾留執行停止の申請書，被疑者の弁護人選任許可の申請書及び検察審

査会法（昭和23年法律第147号）第41条の7第3項の規定により送付された議決

書の謄本に関する事項を登載する。

（2）記載要領

「進行番号」には，年度の初めから登載順に通し番号を記載する。 この場合において，

上訴申立書等記録簿を区分し，又は別冊としたときは，区分し，又は別冊とした部分ごと

に区別し得る番号を用いる。

3事件関係送付簿（別紙様式第49）

(1) 使用方法

ア事件関係送付簿は， 司法年度ごとに作成し，事件係，部及び係ごとに備え置く。

イ事件関係送付簿は，高等裁判所等の定めるところにより，事項ごとに区分し，又は

別冊とすることができる。

ウ事件関係送付簿には，事件に関する書類を送付する場合であって，他の帳簿諸票を
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使用しないときに， 当該書類に関する事項を登載する。

（2）記載要領

ア 「受領印」

事件に関する書類を郵送する場合には，斜線を引く。

イ 「備考」

発送書類に未消印の収入印紙がはり付けられ，又は収入印紙郵便切手,登記印紙，

現金若しくは有価証券が添付されている場合には，その旨並びにその種別及び額を記載

する。

4帳簿諸票備付経過簿（別紙様式第50）

(1)使用方法

ア帳簿諸票備付経過簿は，司法年度ごとに作成し，記録係に備え置く。ただし， 1の

(1)のアのただし書の定めによった場合には， 当該年度に限り，事件係に備え置くこと

ができる。

イ帳簿諸票備付経過簿は，高等裁判所等の定めるところにより，事項ごとに区分し，又

は別冊とすることができる。

ウ帳簿諸票備付経過簿には，備え付けるべきすべての事件関係の帳簿（以下「事件関係

帳簿」 という。 ）及び保存のため引継ぎを受けた事件関係の諸票（以下「事件関係諸

票」 という。 ）に関する事項を登載する。

（2）記載要領

ア 「整理番号」

年度の初めから登載順に通し番号を記載する。この場合において，帳簿諸票備付経過

簿を区分し，又は別冊としたときは，区分し，又は別冊とした部分ごとに区別し得る番

号を用いる。

イ 「作成月日」 ， 「引継ぎ」 ， 「保存満了年度」及び「廃棄（取扱責任者印） 」

当該年度に登載事項がなかった事件関係帳簿については， 「引継ぎ」 ， 「保存満了年

度」及び「廃棄（取扱責任者印） 」に斜線を引いて（1の(1)のアのただし書の定めに

より当該年度に作成しなかった事件簿については， 「作成月日」にも斜線を引く。 ）取

扱責任者が認印する。

ウ 「備考」

（ｱ）保存期間の満了した帳簿諸票を特別保存に付した場合には，特別保存に関する事項

を記載する。

（ｲ） 13の(1)の定めにより事件関係帳簿をとじ合わせた場合には，その旨を記載する。

5保護観察整理簿（別紙様式第51）
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（1）使用方法

ア保護観察整理簿は，司法年度ごとに作成し，事件係に備え置く。

イ保護観察整理簿には，刑法（明治40年法律第45号）第25条の2第1項の規定に

より保護観察に付する旨の判決（以下「保護観察付全部猶予の判決」 という。 ）の言渡

しを受けた被告人に関する事項を登載する。

（2）記載要領

ア記載の担当者

「保存」以外の箇所は，事件係が記載する。

イ 「進行番号」

当該事件を担当する裁判所書記官から保護観察付全部猶予者調査票の送付を受けた順

に従い，被告人ごとに番号を記載する。

ウ 「事件番号」

保護観察付全部猶予の判決があった事件の事件番号を記載する。

エ 「上訴結果」

上訴審からの通知に基づいて保護観察に関する裁判の結果を記載する。

オ 「執行猶予の取消し」

刑の全部の執行猶予を取り消した裁判所からその旨の通知があった場合に，その裁判

所及び取消しの年月日を記載する。

6 勾留票（別紙様式第52）

(1)使用方法

ア勾留票は，起訴前から勾留されている被告人及び起訴後に勾留状を発せられた被告人

について作成する。

イ勾留票は，第1回公判期日前は勾留に関する処分を担当する部に，第1回公判期日後

は公判を担当する部に備え置く。

ウ勾留票は，勾留期間進行中，勾留期間進行停止中及び勾留状失効の別に区分してバイ

ンダーにとじる。

エ上訴，移送，回付等により事件記録を他の裁判所に送付する場合には， 当該事件記録

とともに勾留票を送付する。

（2）記載要領

ア 「勾留」の「年月日」

現実に勾留された日を記載する。

イ 「収容場所」

起訴の時に収容され，若しくは留置されていた場所又は起訴後の勾留状の執行により
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収容され，若しくは留置された場所を記載する。

ウ 「移送収容」

移送された場所又は釈放された後に釈放時と異なる場所に収容され，若しくは留置さ

れた場合における収容若しくは留置の場所を記載する。

エ 「身柄に関する裁判」

勾留に関する裁判があった場合又は保釈の失効，勾留状の失効等の身柄の変動に関係

のある事由があった場合に記載する。

オ 「保釈保証金」

保釈保証金の全部又は一部について保証書によることが許された場合には，その旨及

びその額をも記載する。

力 「収容年月日」

釈放された後に再び収容され，又は留置された日を記載する｡，

キ 「満了年月日」

、 勾留期間満了の予定日が明らかになった場合には， 当該満了予定日を記載する。

7観護措置簿（別紙様式第53）

(1)使用方法

ア観護措置簿は，司法年度ごとに作成し，部に備え置く。

イ観護措置簿には，少年鑑別所に送致する旨の決定を受けた少年に関する事項を登載す

る。

（2）記載要領

観護の措置が取り消された場合，観護の措置の執行が停止された場合又は少年法（昭和

23年法律第168号）第17条第5項に該当する場合にはその旨を，観護の措置の執行

が停止された後，再び観護の措置がとられた場合にはその旨及び執行が停止されていた期

間を「備考」に記載する。

8 索引票（別紙様式第54及び別紙様式第55）

(1)使用方法

ア全事件関係

（ｱ）索引票は， 当事者，被告人又は少年ごとに作成し，事件係に備え置く。

なお，読みにくい氏名又は名称のものについては，通常の読み方による索引票をも

作成する。

（ｲ）索引票は，氏名又は名称を数字化してその番号順に整理する。ただし，高等裁判所

等の定めるところにより，五十音順に整理することができる。

イ少年事件関係
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（ｱ）少年が，男子の場合には白色の用紙を，女子の場合には青色の用紙を用いる。

（ｲ）少年が変名又は通称を用いている場合には，変名又は通称による索引票をも作成す

る。

（ｳ）事件係では前歴調査用の索引票を作成し，記録係では少年調査記録移動用の索引票

を作成して備え置くことも，差し支えない。

）記載要領

ア全事件関係

（ｱ）氏名及び名称の数字化

氏名又は名称を数字化する場合には，氏及び名の読み方に従って，それぞれ最初の

4字を次の表によって数字化し，その数字（4字に満たない部分については， 0）を

「氏」及び「名」に記載する。団体の名称については，株式会社等の団体の種類を示

す部分を除いて数字化し，その最初の8字（8字に満たない部分については， 0）を

(2)

｢氏」及び「名」にまたがって記載する。

１
２
３
４
５
含
６
７
８
９
８
８

》
一
一
》
を
｝
《
》
》
》
《

》
一
一
一
宇
一
一
一
一
》
》

》
一
一
苧
各
》
》
《
》
》
》

。
。
。
》
の
》
》
》
》
》
《

む
む
む
一
行
》
《
》
》
《
》

含
含
含
一
Ｊ
．
．
．
．
・
・

を
を
を
》
ぱ
》
》
》
》
一
一

字
字
字
《
－
・
・
・
・
・
・

各
各
各
》
び
》
》
》
》
》
《

の
の
の
》
及
》
》
》
》
》
牡

行
行
行
一
行
》
》
一
一
》
岬

０
１
１
１
三
Ｏ
ｉ
Ｉ
Ｏ
》
０
１
０
’
一
由
０
１
１
１
己
０
●
◆
●
の
ｏ

が
ざ
だ
》
ば
。
．
．
。
・
・

ｒ
ｒ
－
・
ｒ
む
》
》
一
一
》

●
、
、
。
０
０
口
″
〃を

お
く
こ
そ
と
の
ほ
も
よ
ろ

ｊ
え
ゑ
け
せ
て
ね
へ
め
れ

く
・

う
く
す
つ
い
ふ
む
ゆ
る

ｊ
い
ゐ
き
し
ち
に
ひ
み
り

く
あ
か
さ
た
な
は
ま
や
ら
わ
ん

(ｲ）通常の読み方による索引票

(1)のアの(ｱ)のなお書きの定めにより同一のものについて索引票を数枚作成する場

合には，各索引票に相互の関連を明らかにする事項を記載する。

(ｳ）同姓同名の者等についての索引票
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同姓同名の者又は同じ名称のものについて作成された索引票には，見やすい箇所に

生年月日等の区別に必要な事項を記載する。

イ少年事件関係

（ｱ）変名又は通称による索引票

a 「氏」 ， 「名」 ， 「氏名」及び「変名通称」以外の箇所の記載を要しない。

b 「変名通称」には， 「本名何某」 と記載する。

（ｲ）記載事項の変更

記載事項に変更があった場合には，変更後の事項を記載する。

（ｳ） 「結果」

適用条文により記載することも差し支えない。結果が審判不開始又は不処分の決定

である場合には， その決定の理由をも次の表に示す符号により記載する。

（ｴ） 「備考」

短期間,特別短期間，交通短期保護観察等の処遇勧告がされた場合には，その旨を

記載する。

（ｵ） 「少年調査記録移動」

少年調査記録を他の裁判所若しくは少年院等の執行機関に送付し，若しくはその返

還を受けた場合又は少年調査記録が少年院等の執行機関相互間において移動した旨の

通知を受けた場合に，所定の事項を記載する。

（力） 「保存」

a 保存のため少年調査記録が記録係に引き継がれた場合に記載する。

b保存期間に変更が生じた場合には，次の欄に変更後の保存期間に関する事項を記

載する。

索引簿（別紙様式第56）

)使用方法

9

(1)

12

結 果 符 号

保護的措置 ①

別件保護中 ②

事案軽微 ③

非行な し ④

所在不明等 ⑤

そ の 他 ⑥



ア索引簿は，数司法年度ごとに作成し，事件係に備え置く。

イ索引簿には，五十音順に見出しを付け， 当事者及び被告人に関する事項を登載する。

なお，読みにくい氏名又は名称のものについては，通常の読み方によるものをも登載

する。

（2）記載要領

(1)のイのなお書きの定めにより同一のものの氏名又は名称を索引簿の数箇所に登載す

る場合には， 「備考」に相互の関連を明らかにする事項を記載する。

10期日簿（別紙様式第57から別紙様式第61まで）

(1)期日簿は，司法年度ごとに作成し，バインダーにとじて部に備え置く。

（2）期日簿には，期日が指定された事件に関する事項を登載する。

（3）期日簿は， 当該年度を経過した後，バインダーから取り外して製本する。

11 担当簿（別紙様式第62から別紙様式第67まで）

(1)担当簿は，司法年度ごとに作成し，部に備え置く。

（2）担当簿には， 当該年度中に受け付けた事件のうち当該部に分配された事件に関する事項

を登載する。

12送達書類授受簿（別紙様式第68）

(1)送達書類授受簿は， 司法年度ごとに作成し，部に備え置く。

（2）送達書類授受簿には，執行官又は廷吏により送達する書類に関する事項を登載する。

13 高等裁判所等への委任

（1）司法年度ごとに作成するものとされている事件関係帳簿については，高等裁判所等の定

めるところにより，数年度分をとじ合わせ，又は同じ年度の数種の事件関係帳簿をとじ合

わせることができる。

（2）高等裁判所等は，別表第5から別表第8までに掲げる帳簿諾票の使用方法について， こ

の通達に定めるもののほか，必要な事項を定めることができる。

（3）高等裁判所は，帳簿諸票の記載要領について，管内の裁判所における統一を図るため，

この通達に定めるもののほか，必要な事項を定めることができる。

3保存

1 保存のための引継ぎ

(1)帳簿諸票（索引票及び索引簿を除く。 ）

ア当該部又は係において行うすべての記載（事件簿については， 当該審級に係る記載又

は第2の1の(1)のエのなお書きの定めによる移記）を終えた年度の経過後，速やかに

記録係に引き継ぐ。ただし， 当該年度に登載事項がなかった場合は， この限りでない。

イ事件関係帳簿を引き継ぐ場合には， 当該事件関係帳簿の取扱責任者が最後に記載した

第3
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欄の次の欄に，記載を終えた旨及びその年月日を記載して認印する。

ウ事件関係諸票を引き継ぐ場合には， 当該年度に記載を終えたものを一括する。

（2）索引票

作成した日の属する年度の末日から起算して20年を経過した時又は少年が26歳を超

えた時に，速やかに記録係に引き継ぐ。

（3）索引簿

登載を終えた年度の末日から起算して20年を経過した時に，速やかに記録係に引き継

ぐ。

2保存の方法

（1）記録係は， 引継ぎを受けた帳簿諸票を点検し，その表紙に保存の始期及び終期を表示し

た上，帳簿諸票備付経過簿の「引継ぎ」及び「保存満了年度」を記載する。

（2）特別保存に付する帳簿諸票については，その表紙に「特別保存」 と朱書する。

（3） (1)及び(2)に定める手続を終えた帳簿諸票は，倉庫又は保管庫に種類ごと，年度ごと等

の一定の区分を設けて保存する。

第4廃棄

1 廃棄の時期

帳簿諸票の廃棄は，毎年，前年度中に保存期間が満了したものについて，首席書記官（知

的財産高等裁判所にあっては知的財産高等裁判所首席書記官，首席書記官の置かれている簡

易裁判所以外の簡易裁判所にあってはその所在地を管轄する地方裁判所の首席書記官）の指

示を受けて行う。

2廃棄の方法

（1）帳簿諸票の廃棄は，訟廷管理官（訟廷管理官の置かれていない裁判所にあっては訟廷事

務をつかさどる主任書記官，主任書記官の置かれていない裁判所にあっては上席の裁判所

書記官）が立ち会った上，焼却又は細断の方法により行う。

(2) (1)により細断をしたものは，物品管理官又は分任物品管理官に引き継ぐ。

第5 内閣総理大臣への移管

1 移管対象帳簿諸票

事務総長通達記第4の1に定める帳簿諸票（以下「移管対象帳簿諸票」 という。 ）は，

裁判所法（昭和22年法律第59号）の施行の日 （昭和22年5月3日）前に備え付けら

れた帳簿諸票であって，保存期間が満了したものとする。

2送付の留保

(1)展示資料等として現に使用しているため最高裁判所が送付を留保するものと指定した移

管対象帳簿諸票は，その指定が解除されるまで独立行政法人国立公文書館（以下「国立公
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文書館」 という。 ）に送付しない。

(2) (1)の指定がされた移管対象帳簿諸票については，その表紙及び帳簿諸票保存簿の当該

移管対象帳簿諸票の「備考」の箇所に「送付留保保存」 と朱書する。

3送付に関する帳簿等の記載

移管対象帳簿諸票を国立公文書館に送付したときは，帳簿諸票保存簿の当該移管対象帳簿

諸票の「廃棄の日」の箇所に送付の年月日を記載するとともに， 「備考」の箇所に国立公文

書館に送付した旨を記載する。

4送付に関する事務の取扱い

この通達に定めるもののほか，移管対象帳簿諸票の国立公文書館への送付に関する事務の

取扱いについて必要な事項は，別に定める。

付記

1 実施

この通達は，平成4年10月1日から実施する。

2通達の廃止

昭和54年10月20日付け最高裁総三第37号総務局長通達「帳諸票の備付け及び保存に

関する事務の取扱いについて」は，平成4年9月30日限り，廃止する。

3経過措置

(1) この通達の実施前に保存期間が永久であった帳簿諸票で，平成5年12月31日までに保

存期間が満了したものの廃棄は，平成6年1月1日以降に行う。

（2）平成4年12月31日までは，従前の様式による帳簿諸票の用紙を使用するものとし，平

成5年1月1日以降においても，従前の様式による帳簿諸票の用紙が残存している場合には，

これを使用して差し支えない。

付記（平6． 8． 8総三第30号）

この通達は，平成6年9月1日から実施する。

付記（平9． 8． 20総三第96号）

1 実施

この通達は，民事訴訟法（平成8年法律第109号）施行の日から実施する。

2経過措置

この通達の実施の際，従前の様式による帳簿諸票の用紙が残存している場合には， これを使

用して差し支えない。

付記（平12． 1． 18総三第3号）

この通達は，平成12年4月1日から実施する。

付記（平12． 2． 4総三第16号）
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1 実施

この通達は，民事再生法（平成11年法律第225号）の施行の日から実施する。ただし，

特定調停に関する部分については，平成12年2月17日から実施する。

2経過措置

和議事件については，なお従前の例による。

付記（平12． 3． 17総三第42号）

1 実施

この通達は，平成13年1月1日から実施する。

2経過措置

この通達の実施の際従前の様式による帳簿諸票の用紙が残存している場合には， これを使用

して差し支えない。

付記（平12． 8． 14総三第84号）

この通達は，犯罪捜査のための通信傍受に関する法律（平成11年法律第137号）の施行の

日 （平成12年8月15日）から実施する。

付記（平12． 10． 20総三第127号）

1 実施

この通達は，犯罪被害者等の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律（平成

12年法律第75号）の施行の日 （平成12年11月1日）から実施する。

2経過措置

この通達の実施の際従前の様式による帳簿の用紙が残存している場合には， これを使用して

差し支えない｡

付記（平13． 2． 28総三第16号）

1 実施

この通達は，平成13年4月1日から実施する。ただし， この通達の記3及び記5の定めの

うち，小規模個人再生事件及び給与所得者等再生事件に係る部分については民事再生法等の一

部を改正する法律（平成12年法律第128号）の施行の日から，承認援助事件に係る部分に

ついては外国倒産処理手続の承認援助に関する法律（平成12年法律第129号）の施行の日

から実施する。

2経過措置

この通達の実施の際従前の様式による帳簿の用紙が残存している場合には， これを使用して

差し支えない。

付記（平13． 7． 27総三第100号）

この通達は，平成13年10月13日から実施する。
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付記（平14． 3． 20総三第49号）

この通達は，平成14年4月1日から実施する。

付記（平16． 2． 27総三第50号）

1 実施

この通達は，平成16年4月1日から実施する。ただし， この通達の記3及び記11の定め

のうち，仲裁関係事件に係る部分については平成16年3月1日から実施する。

2経過措置

(1)人事訴訟法（平成15年法律第109号）の施行の際現に係属している人事訴訟事件の目

的と同一の身分関係の形成又は存否の確認を目的とする請求に係る人事訴訟事件であって地

方裁判所に訴えが提起されたものについては， なお従前の例による。

（2） この通達の実施の際，従前の様式による帳簿諸票の用紙が残存している場合には， これを

使用して差し支えない。

付記（平16． 11． 26総三第000018号）

1 実施

この通達は，平成17年1月1日から実施する。

2経過措置

この通達の実施の際従前の様式による帳簿諸票の用紙が残存している場合には，破産事件を

除き， これを使用して差し支えない。

付記（平17． 3． 29総三第000082号）

1 実施

この通達は，平成17年4月1日から実施する。

2経過措置

この通達の実施の際従前の様式による帳簿諸票の用紙が残存している場合には， これを使用

して差し支えない。

付記（平17． 7． 12総三第000218号）

1 実施

この通達は，心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律

（平成15年法律第110号）の施行の日から実施する。

2経過措置

この通達の実施の際，従前の様式による帳簿諸票の用紙が残存している場合には， これを使

用して差し支えない。

付記（平17． 11． 29総三第000729号）

1 実施
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この通達は，労働審判法（平成16年法律第45号）の施行の日 （平成18年4月1日）か

ら実施する。

2経過措置

この通達の実施の際従前の様式による帳簿諸票の用紙が残存している場合には， これを使

用して差し支えない。

付記（平17． 12． 7総三第000818号）

この通達は，平成18年1月1日から実施する。

付記（平18． 1． 4総三第000001号）

1 実施

この通達は，労働審判法（平成16年法律第45号）の施行の日 （平成18年4月1日）か

ら実施する。

2通達の廃止

平成17年11月29日付け最高裁総三第000729号総務局長通達「 「帳簿諸票の備付け及び

保存に関する事務の取扱いについて」の一部改正について」は，平成18年1月3日限り，廃

止する。

3経過措置

この通達の実施の際，従前の様式による帳簿諸票の用紙が残存している場合には， これを使

用して差し支えない。

付記（平18． 4． 26総三第000609号）

1 実施

この通達は，刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律（平成17年法律第50号）の施行

の日から実施する。

2経過措置

この通達の実施の際，従前の様式による帳簿諸票の用紙が残存している場合には， これを使

用して差し支えない。

付記（平18． 9． 1総三第001102号）

1 実施

この通達は，平成18年10月2日から実施する。

2経過措置

との通達の実施の際，従前の様式による帳簿諸票の用紙が残存している場合には， これを使

用して差し支えない。

付記（平19． 5． 8総三第000536号）

1 実施
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この通達は，刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律（平成18年

法律第58号）の施行の日から実施する。ただし， この通達の記2の定めは，平成19年5月

8日から実施する。

2経過措置

この通達の実施の際従前の様式による帳簿の用紙が残存している場合には， これを使用し

て差し支えない。

付記（平20． 3． 4総三第000250号）

1 実施

この通達は，平成20年4月1日から実施する。ただし， この通達の記1から記3までの定

めのうち，更生保護法（平成19年法律第88号）に係る部分については， 同法の施行の日か

ら実施する。

2経過措置

この通達の実施の際，従前の様式による帳簿諸票の用紙が残存している場合には， これを使

用して差し支えない。

付記（平20. 10. 22総三第000993号）

この通達は，犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律

（平成19年法律第95号）の施行の日 （平成20年12月1日）から実施する。

付記（平20． 11． 14総三第001238号）

1 実施

この通達は，少年法の一部を改正する法律（平成20年法律第71号。以下「改正法」 とい

う。 ）の施行の日 （同年12月15日）から実施する。

2経過措置

（1）次に掲げる事件については，なお従前の例による。

ア改正法の施行の日前に改正法による改正前の少年法（昭和23年法律第168号）第3

7条1項の規定により公訴の提起があった成人の刑事事件

イ沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律（昭和46年法律第129号）第26条第4項

の規定により家庭裁判所が権限を有する成人の刑事事件

ウア及びイの事件に係る刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法

（昭和38年法律第138号）第13条に基づく没収の裁判の取消事件

（2） この通達の実施の際，従前の様式による帳簿諸票の用紙が残存している場合には， これを

使用して差し支えない。

付記（平21． 4． 24総三第000496号）

この通達は，刑事訴訟法等の一部を改正する法律（平成16年法律第62号）附則第1条第2
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号に定める日 （平成21年5月21日）から実施する。

付記（平24． 12． 21総三第000354号）

1 実施

この通達は，非訟事件手続法（平成23年法律第51号）及び家事事件手続法（平成23年

法律第52号）の施行の日 （平成25年1月1日）から実施する。

2経過措置

この通達の実施の際，従前の様式による帳簿諸票の用紙が残存している場合には， これを使

用して差し支えない。

付記（平25． 6． 28総三第122号）

この通達は，平成25年6月28日から実施する。

付記（平25． 11． 20総三第218号）

1 実施

この通達中，記1の定めは配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を

改正する法律（平成25年法律第72号）の施行の日 （平成26年1月3日）から，記2の定

めは犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律及び総

合法律支援法の一部を改正する法律（平成25年法律第33号）の施行の日 （平成25年12

月1日）から実施する。

2経過措置

この通達の実施の際，従前の様式による帳簿の用紙が残存している場合には， これを使用し

て差し支えない。

付記(平26． 2． 12総三第30号）

1 実施

この通達は，国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律（平成25

年法律第48号）の施行の日 （平成26年4月1日）から実施する。

2経過措置

この通達の実施の際従前の様式による帳簿諸票の用紙が残存している場合には， これを使

用して差し支えない。

付記（平28． 5． 27総三第112号）

1 実施

この通達中，記1の定めは平成28年6月1日から，記2の定めは平成28年5月27日か

ら実施する。

2経過規定

平成28年5月31日以前に保護観察に付する旨の判決の言渡しがあった事件については，
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なお従前の例による。この場合において，改正前の通達中「執行猶予者保護観察事件調査票」

とあるのは， 「保護観察付全部猶予者調査票」 と読み替えるものとする。

付記（平28． 7． 29総三第149号）

この通達は，消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律

（平成25年法律第96号）の施行の日 （平成28年10月1日）から実施する。

付記（平30． 3． 15総三第60号）

この通達は，地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律（平成29年法律第2

号）附則第1条第4号に掲げる規定，所得税法等の一部を改正する等の法律（平成29年法律第

4号）附則第1条第5号に掲げる規定及び関税定率法等の一部を改正する法律（平成29年法律

第13号）附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日 （平成30年4月1日）から実施する。

付記（平30． 5． 11総三第93号）

この通達は，刑事訴訟法等の一部を改正する法律（平成28年法律第54号）附則第1条第4

号に掲げる規定の施行の日 （平成30年6月1日）から実施する。

付記（令2． 3． 6総三第297号）

1 実施

この通達は，令和2年4月1日から実施する。

2経過措置

この通達の実施の際，従前の別紙様式15による帳簿の用紙が残存している場合には， これ

を使用して差し支えない。

付記（令2． 9． 2総三第119号）

この通達は，令和2年10月1日から実施する。
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別表第1 （簡易裁判所に備え付ける帳簿諸票）

1

’
11

’ ｜ メ ’南事諦|僖睾 南事調1三三

帳簿諸票の名称 登載する事件

登載する

事件の記

録符号

使用す

る様式

の番号

民事一般調停事件簿 民事一般調停事件 ノ

宅地建物調停事件簿 宅地建物調停事件 ニエ

農事調停事件簿 農事調停事件 セ

和解事件簿 和解事件 イ 1

督促事件簿 督促事件 ロ 2

民事通常訴訟事件簿

手形訴訟事件及び小切手

訴訟事件簿

少額訴訟事件簿

少額訴訟判決に対する異

議申立て事件簿

通常訴訟事件

手形訴訟事件及び小切手

訴訟事件

少額訴訟事件

少額訴訟判決に対する異

議申立て事件

ノ、

手ノ、

少 ．

少エ

3

民事再審事件簿 再審事件 二二 4

民事控訴提起事件簿

少額異議判決に対する特

別上告提起事件簿

民事飛躍上告提起事件簿

民事抗告提起事件簿

公示催告事件簿

保全命令事件簿

控訴提起事件

少額異議判決に対する特

別上告提起事件

飛躍上告提起事件

抗告提起事件

公示催告事件

保全命令事件

ノ、し

少テ

ノ、 ツ

ノ、 ソ

ゾ、

ト

5

9

10



鉱害調停事件鉱害調停事件簿 ス

交通調停事件 交交通調停事件簿

公害等調停事件公害等調停事件簿 公

特定調停事件特定調停事件簿 特ノ

借地非訟事件 借借地非訟事件簿 12

(13）民事雑事件簿 民事雑事件

（このうち，支払督促に

対する仮執行宣言の申立

て事件）

サ

少額訴訟債権執行事件簿 少額訴訟債権執行事件 少ル 15

過料事件簿 過料事件 ア 21

民事共助事件簿 共助事件 キ 22

行政事件

行政共助事件簿 共助事件 行ア 22

行政雑事件簿（令状請求

事件簿)

行政雑事件簿（令状請求

事件簿)

出入国管理及び難民認定

法31条等による臨検等

の許可状の請求事件及び

警察官職務執行法3条に

よる保護許可状の請求事

件

出入国管理及び難民認定

法31条等による臨検等

の許可状の請求事件及び

警察官職務執行法3条に

よる保護許可状の請求事

件

行イ行イ 3636

刑事事件

「愚菫1牢寒 略式事件

（このうち，道路交通法

第8章の罪に当たる事件

及び自動車の保管場所の

確保等に関する法律違反

23

(24）

b、



｜ ｜ ’｜ ’ 事 件）
■ｰ

る

’ ’ ’ | ’ ’

Ｊ
ゴ
『

刑事公判請求事件簿 公判請求事件 ろ 25

証人尋問請求事件簿

証拠保全請求事件簿

証人尋問請求事件

証拠保全請求事件

は

に

29

刑事再審請求事件簿 再審請求事件 ほ 30

刑事共助事件簿 共助事件 子、 22

刑事補償請求事件簿 刑事補償請求事件 と 31

訴訟費用免除申立て事件

簿

訴訟費用免除申立て事件 ち 33

交通事件即決裁判手続請

求事件簿

交通事件即決裁判手続請

求事件

り 24

費用補償請求事件簿 費用補償請求事件 ぬ

訴訟費用負担請求事件簿 訴訟費用負担請求事件
｝
」

刑事雑事件簿 雑事件

刑事雑事件簿(令状請求

事件簿）

雑事件のうち，訴訟法上

の令状の請求事件，起訴

前の勾留延長の請求事件，

起訴前の勾留再延長の請

求事件，少年法による観

護状の請求事件，更生保

護法等による引致状の請

求事件及び国税通則法等

による令状の請求事件

35

36



(注） 「登載する事件」の括弧内に掲げられた事件については， 「使用する

様式の番号」の括弧内に掲げられた番号の様式を用いることができる。

12

保護観察整理簿 51

勾留票 52

刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法第13条に基づ

く没収の裁判の取消事件

没収取消請求事件簿 第一審事件 ’ 収い 30
医療観察事件

医療観察共助事件簿 ’ 共助事件 医い ’ 22
法廷等の秩序維持に関する法律違反事件

’
法廷等秩序維持違反事件

簿

第一審事件 秩い 46

その他

上訴申立書等記録簿

’

48

刑事雑事件簿（刑事和解

雑事件簿）

雑事件のうち，刑事和解

に関する申立てで民事雑

事件に該当する申立ての

･事件



別表第2 （地方裁判所に備え付ける帳簿諸票）

’

！
11

善調1亭睾吾調1旱三

帳簿諸票の名称 登載する事件

登載する

事件の記

録符号

使用す

る様式

の番号

民事通常訴訟事件簿

手形訴訟事件及び小切手

訴訟事件簿

人身保護事件簿

通常訴訟事件

手形訴訟事件及び小切手

訴訟事件

人身保護事件

ワ

手ワ

人

3

民事再審事件簿 再審事件 力 4

民事控訴提起事件簿

民事飛躍上告提起事件簿

民事上告提起事件簿

民事抗告提起事件簿

民事飛躍上告受理申立て

事件簿

控訴提起事件

飛躍上告提起事件

上告提起事件

抗告提起事件

飛躍上告受理申立て事件

ワネ

ワオ

レツ

ソラ

ワ受

5

民事控訴事件簿 控訴事件 し 6

民事抗告事件簿 抗告事件 ソ 7

公示催告事件簿 公示催告事件 ゾ、 9

保全命令事件簿 保全命令事件 ヨ 10

民事一般調停事件簿 民事一般調停事件 ノ

宅地建物調停事件簿 宅地建物調停事件 ユ

農事調停事件簿 農事調停事件 セ

商事調停事件簿 商事調停事件 メ



交通調停事件 交交通調停事件簿

公害等調停事件 公公害等調停事件簿

特定調停事件 特ノ特定調停事件簿

民事非訟事件民事非訟事件簿 チ

１

２
７

１
１１商事非訟事件

（このうち，特別清算事

件）

商事非訟事件簿 上

借地非訟事件簿 借地非訟事件 借チ

罹災都市借地借家臨時処

理事件及び接収不動産に

関する借地借家臨時処理

事件簿

罹災都市借地借家臨時処

理事件及び接収不動産に

関する借地借家臨時処理

事件

シ

配偶者暴力等に関する保

護命令事件簿

配偶者暴力等に関する保

護命令事件

配チ

仲裁関係事件簿 仲裁関係事件 仲

民事雑事件簿 民事雑事件 モ

人身保護雑事件簿 人身保護雑事件 人モ

執行雑事件簿 執行雑事件 ヲ

労働審判事件簿 労働審判事件 労 14

事情届に基づいて執行裁 事情届に基づいて執行裁 リ 15

判所が実施する配当等手

続事件簿

判所が実施する配当等手

続事件

不動産，船舶，航空機，

自動車，建設機械及び小

型船舶に対する強制執行

事件簿

不動産，船舶，航空機，

自動車，建設機械及び小

型船舶に対する強制執行

事件

ヌ



’ ’ ’ ’ ’呈府淫F置辣 易確序狭

債権及びその他の財産権

に対する強制執行事件簿

債権及びその他の財産権

に対する強制執行事件

ﾉレ

不動産，船舶，航空機，

自動車，建設機械及び小

型船舶を目的とする担保

権の実行としての競売等

事件簿

不動産，船舶，航空機，

自動車，建設機械及び小

型船舶を目的とする担保

権の実行としての競売等

事件

ケ

債権及びその他の財産権

を目的とする担保権の実

行及び行使事件簿

債権及びその他の財産権

を目的とする担保権の実

行及び行使事件

ナ

財産開示事件簿 財産開示事件 財チ

第三者からの情報取得事

件簿

第三者からの情報取得事

件

情チ

破産事件簿 破産事件 、 ■
フ 16

企業担保権実行事件簿

再生事件簿

小規模個人再生事件簿

給与所得者等再生事件簿

会社更生事件簿

承認援助事件簿

企業担保権実行事件

再生事件

小規模個人再生事件

給与所得者等再生事件

会社更生事件

承認援助事件

企

再

再イ

再 ロ

『
ベ
ベ

承

17

船舶所有者等責任制限事

件簿

油濁等損害賠償責任制限

事件簿

船舶所有者等責任制限事

件

油濁等損害賠償責任制限

事件

船

油

18

簡易確定事件簿 簡易確定事件 集 19



｜ ｜ ’’’ 件起事

■・ロ

1 J

過料事件簿 過料事件 ホ 21

民事共助事件簿 共助事件 コニ 22

行政事件

行政雑事件簿（令状請求

事件簿）

雑事件のうち，出入国管

理及び難民認定法31条

等による臨検等の許可状

の請求事件 "I

３
’
４
－
５

岨
一
加
一
洲

行政訴訟事件簿 行政訴訟事件 行ウ

行政再審事件簿 再審事件 行オ

行政控訴提起事件簿

行政飛躍上告提起事件及

び行政上告提起事件簿

行政抗告提起事件簿

行政飛躍上告受理申立て

事件簿

控訴提起事件

飛躍上告提起事件及び上

告提起事件

抗告提起事件

飛躍上告受理申立て事件

行ヌ

行 コニ

行力

行ネ

行政雑事件簿 雑事件 行ク

行政共助事件簿 共助事件 行キ

証拠保全請求事件簿 証拠保全請求事件 よ

刑事再審請求事件簿 再審請求事件 た 30

刑事共助事件簿 共助事件 れ 22

刑事補償請求事件簿 刑事補償請求事件 そ 31



む

訴訟費用免除申立て事件

簿

訴訟費用免除申立て事件 ね 33

費用補償請求事件簿

訴訟費用負担請求事件簿

費用補償請求事件

訴訟費用負担請求事件

な

津

え

35

刑事損害賠償命令事件簿 刑事損害賠償命令事件 損 34

35

36

1

刑事雑事件簿 雑事件

刑事雑事件簿（令状請求

事件簿）

雑事件のうち，訴訟法上

の令状の請求事件，起訴

前の勾留延長の請求事件，

起訴前の勾留再延長の請

求事件，傍受令状の請求

事件，傍受ができる期間

の延長の請求事件，少年

法による観護状の請求事

件，更生保護法等による

引致状の請求事件及び国

税犯則取締法等による令

状の請求事件

刑事雑事件簿（刑事和解

事件簿）

雑事件のうち，刑事和解

の申立て事件



’ ｜ ’ ’

(注） 「登載する事件」の括弧内に掲げられた事件については， 「使用する

様式の番号」の括弧内に掲げられた番号の様式を用いることができる。

保護観察整理簿 51

勾留票 52

刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法第13条に基づ

く没収の裁判の取消事件

没収取消請求事件簿 第一審事件 収ろ 30

医療観察事件

医療観察処遇事件簿 処遇事件 医ろ 45

法廷等の秩序維持に関する法律違反事件

法廷等秩序維持違反事件

簿

第一審事件 秩ろ 46

その他

上訴申立書等記録簿 48

卜駕難這臺一計 -＋-+等



別表第3 （家庭裁判所に備え付ける帳簿諸票）

家

家事審判事件家事審半|｣事件簿

4（）

’ ’ ’罰Tグ)ｲ黒,全､タ 苅のｲ黒'全､〃

帳簿諸票の名称 登載する事件

登載する

事件の記

録符号

使用す

る様式

の番号

家事調停事件簿 家事調停事件 家イ 38

人事訴訟事件簿

民事通常訴訟事件簿

人事訴訟事件

通常訴訟事件

家ホ

家句/、

3

子の返還申立事件簿 子の返還申立事件 家ヌ 37

家事抗告提起事件簿

民事控訴提起等事件簿

家事抗告提起事件

民事控訴提起等事件

家
一
一

家卜

5

民事等再審事件簿 再審事件 家チ 4

保全命令事件簿 保全命令事件 家リ 10

家事共助事件簿

家事共助事件簿

(訴訟事件等に関する事

件簿）

家事共助事件簿

(子の返還に関する事件

等に関する事件簿）

家事共助事件

家事共助事件のうち，人

事訴訟事件，通常訴訟事

件又は保全命令事件に関

連する共助事件

家事共助事件のうち，子

の返還申立事件に関連す

る共助事件

家ノ、 39

22

39

家事雑事件簿 家事雑事件



審判における原状回復の

申立て，財産の管理者の

権限外行為の許可の申立

て，財産の管理者に対す

る報酬|付与の申立て，審

判前の保全処分等の執行

する事件簿）

の停止又は執行処分の取

消しの申立て，審判前の

保全処分の取消しの申立

て及び審判前の保全処分

の申立ての事件

家事雑事件のうち，人訴

法7条若しくは8条に基

づく移送の申立て，人訴

法10条に基づく参与員

に対する除斥若しくは忌

避の申立て，人訴法13

条に基づく制限行為能力

者の訴訟代理人選任の申

家事雑事件簿

（訴訟事件等の民事雑事

件に関する事件簿）

立て，人訴法34条の2

に基づく家庭裁判所調査

官に対する除斥の申立て，

人訴法38条に基づく履

行勧告の申出，人訴法3

9条に基づく履行命令の

申立て又は人事訴訟事件，



’
令事ヨ 件に全命

に該当事件匡

ノ

ゴ『

佳享

牛I

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

’

’
，

弱‘諄措置

家事雑事件簿

(訴訟事件等の執行雑事

件に関する事件簿）

人事訴訟事件，通常訴訟

事件又は保全命令事件に

関連する申立てで執行雑

事件に該当する申立ての

事件

家事雑事件簿

(令状請求事件簿）

家事雑事件のうち，児童

虐待防止法による臨検等

の許可状の請求事件

家事雑事件簿

(子の返還に関する事件

等に関する事件簿）

家事雑事件のうち，子の

返還申立事件に関連する

雑事件

ノ

。
『

36

40

少年保護事件簿 少年保護事件

(このうち，道路交通法

第8章の罪に当たる事件

及び自動車の保管場所の

確保等に関する法律違反

事件）

少 41

(42）

準少年保護事件簿 準少年保護事件 少 ノ、 43

少年審判等共助事件簿 少年審判等共助事件 少 二二 44



J |||
事
陸
一

護状の請求事 件 刑 訴》

ﾖTm

聿戻状0

仁保護％

事

『ご画

件

(注） 「登載する事件」の括弧内に掲げられた事件については， 「使用する

様式の番号」の括弧内に掲げられた番号の様式を用いることができる。

少年審判雑事件簿 少年審判雑事件

観護措置簿 53

索引票 54

法廷等の秩序維持に関する法律違反事件

法廷等秩序維持違反事件

簿

第一審事件 秩は 46

その他

上訴申立書等記録簿 48

Ｊ
ゴ
『

35



別表第4 （高等裁判所に備え付ける帳簿諸票）

’事

『ロ画

件

11

’ ｜ 公 ’三等調1旱宰 三等調停三

帳簿諸票の名称 登載する事件

登載する

事件の記

録符号

使用す

る様式

の番号

民事通常訴訟事件簿

人身保護事件簿

通常訴訟事件

人身保護事件

ワ

人ナ

3

民事再審事件簿 再審事件 ム 4

民事上告提起事件簿

民事特別上告提起事件簿

民事特別抗告提起事件簿

民事上告受理申立て事件

簿

民事許可抗告申立て事件

簿

上告提起事件

特別上告提起事件

特別抗告提起事件

上告受理申立て事件

許可抗告申立て事件

ネオ

ツテ

ラク

ネ受

ラ許

5

民事控訴事件簿 控訴事件 ネ 6

民事抗告事件簿 抗告事件
ー

フ 7

民事上告事件簿 上告事件 ツ 8

民事一般調停事件簿 民事一般調停事件 ノ

宅地建物調停事件簿 宅地建物調停事件 ユ

農事調停事件簿 農事調停事件 セ

商事調停事件簿 商事調停事件 メ

鉱害調停事件簿 鉱害調停事件 ス

交通調停事件簿 交通調停事件 交



’

1
1

’ ’
手保讓抗告号琿年 弩j考診玉串年

民事雑事件簿

人身保護雑事件簿

民事雑事件

人身保護雑事件

ウ

人ウ

12

行政事件

’ 行政雑事件簿 ’ 雑事件 ’ 行夕 ’

３
４
５

６
７

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

12

行政訴訟事件簿 行政訴訟事件 行ケ

行政再審事件簿 再審事件 行ソ

行政上告提起事件簿

行政特別上告提起事件簿

行政特別抗告提起事件簿

行政上告受理申立て事件

簿

上告提起事件

特別上告提起事件

特別抗告提起事件

上告受理申立て事件

行サ

行シ

行セ

行ノ

行政許可抗告申立て事件

簿

許可抗告申立て事件 行ノ、

行政控訴事件簿 控訴事件 行 ．

行政抗告事件簿 抗告事件 行ス

家事事件

’

家事審判事件簿

家事調停事件簿

家事審判事件

家事調停事件 ’

家

家イ ’
’ 37
38

刑事公判請求事件簿 公判請求事件 の 25

刑事控訴事件簿 控訴事件
＞

フ 26

刑事抗告事件簿

決定に対する異議申立て

事件簿

抗告事件

決定に対する異議申立て

事件

く

け

27



琴濯目夛

刑事再審請求事件簿 再審請求事件 お 30

刑事補償請求事件簿 刑事補償請求事件 ま 31

訴訟費用免除申立て事件

簿

訴訟費用免除申立て事件 ふ 33

費用補償請求事件簿

刑事雑事件簿

刑事雑事件簿（令状請求

事件簿）

刑事雑事件簿（刑事和解

事件簿）

刑事雑事件簿（刑事和解

雑事件簿）

費用補償請求事件

雑事件

雑事件のうち，訴訟法上

の令状の請求事件，起訴

前の勾留延長の請求事件，

起訴前の勾留再延長の請

求事件，少年法による観

護状の請求事件及び拘禁

許可状等の請求事件

雑事件のうち，刑事和解

の申立て事件

雑事件のうち，刑事和解

に関する申立てで民事雑

事件に該当する申立ての

事件

や

て

35

36

1

12

保護観察整理簿 51

勾留票 52

刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法第13条に基づ

く没収の裁判の取消事件

’

没収取消請求事件簿

没収取消控訴事件簿

第一審事件

控訴事件 ’

収に

収ほ

’
’

30

26



’

(注） 民事通常訴訟事件簿の備付けは，東京高等裁判所に限る。

医療観察抗告事件簿 抗告事件 医ほ 27

法廷等の秩序維持に関する法律違反事件

法廷等秩序維持違反事件

簿

第一審事件 秩に 46

27

裁判官分限事件

裁判官分限事件簿 第一審事件 分 47

その他

上訴申立書等記録簿 48

卜震 一一二－催÷
。
－J



別表第5 （簡易裁判所に備え付けることができる帳簿諸票）

帳 簿 諸 票 の 名 称

使用す

る様式

の番号

民事事件及び行政事件

索引簿

55

56

刑事事件

索引票

索引簿

期日簿

’

55

56

60

64

その他
テ

送達書類授受簿 68



別表第6 （地方裁判所に備え付けることができる帳簿諸票）

帳 簿 諸 票 の 名 称

使用す

る様式

の番号

民事事件及び行政事件

索引票

索引簿

55

56

刑事事件

索引票

索引簿

期日簿

’

55

56

60

64

その他

送達書類授受簿 68



別表第7 （家庭裁判所に備え付けることができる帳簿諸票）

帳 簿 諸 票 の 名 称

使用す

る様式

の番号

家事事件等

索引票

索引簿

55

56

少年事件

保護観察整理簿

期日簿

担当簿

51

61

67

その他

送達書類授受簿 68



別表第8 （高等裁判所に備え付けることができる帳簿諸票）

帳 簿 諸 票 の 名 称

使用す

る様式

の番号

民事事件及び行政事件

索引簿

55

56

刑事事件

’

索引票

索引簿

期日簿

55

56

60

65

その他

’ 送達書類授受簿 両言



様式目録

’ ’ ’21

様式の

番号
様 式 の 名 称

1 和解等事件簿

2 督促事件簿

3 民事・行政第一審事件簿

4 民事・行政再審事件簿

5 民事・行政・家事上訴提起等事件簿

6 民事・行政控訴事件簿

7 民事・行政抗告事件簿

8 民事上告事件簿

9 公示催告事件簿

10 保全命令事件簿

11 調停事件簿

12 非訟・民事雑．執行雑.行政雑等事件簿

13 民事雑事件簿（仮執行宣言申立事件）

14 労働審判事件簿

15 強制執行等事件簿

16 破産事件簿

17 再生等事件簿

18 責任制限事件簿

19 簡易確定事件簿

20 簡易確定決定に対する異議申立て提起事件簿



22 共助事件簿

23 略式事件簿（甲）

24 交通即決事件簿・略式事件簿（乙）

25 刑事公判請求事件簿

26 刑事控訴事件簿

27 刑事抗告等事件簿

28 少年保護抗告受理申立て事件簿

29 証人尋問・証拠保全請求事件簿

30 刑事再審請求事件簿

31 刑事補償請求事件簿

32 起訴強制事件簿

33 訴訟費用免除申立て事件簿

34 刑事損害賠償命令事件簿

35 刑事等雑事件簿

36 令状請求事件簿

37 家事審判事件簿

38 家事調停事件簿

39 家事共助事件簿

40 家事雑事件簿

41 少年保護事件簿（甲）

42 少年保護事件簿（乙）

43 準少年保護事件簿

44 少年審判等共助事件簿

45 医療観察処遇事件簿



47 裁半ll官分限事件簿

48 上訴申立書等記録簿

49 事件関係送付簿

50 帳簿諸票備付経過簿

51 保護観察整理簿

52 勾留票

53 観護措置簿

54 索引票（少）

55 索引票（民・刑・家）

56 索引簿（民・刑・家）

57 期日簿（民）

58 期日簿（競売）

59 期日簿（民調・労・家）

60 期日簿（刑）

61 期日簿（少）

62 担当簿（民一）

63 担当簿（民二）

64 担当簿（刑一）

65 担当簿（刑二）

66 担当簿（家）

67 担当簿（少）

68 送達書類授受簿

69 民事・行政・家事事件簿予備欄



(別紙様式第1）

令和 年（ ）

和
解

等
（
イ
・
る
・
む

事
件
簿 て

ー

事件番号

受 付
受付

区分
移 移 移

申 立 人

相 手 方

事 件 名

終 局 ● ● ● ● ● ●

結 果

成立不成立取下げ

記載記載せず

成立不成立取下げ

記載記載せず

成立不成立取下げ

記載記載せず

記録送 付 ● ● ● ● ● ●

保
存

完 結

終 期

記録廃棄

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

備 考

担当部

(添付郵便切手）

受領印

（ 円） （ 円） （ 円）



(別紙様式第2）

令和 年（ロ）

督

促
事
件
簿

ヘ

ロ
ー

事件番号

受 付

債 権 者

債 務 者

事 件 名

貸金立替金求償金 貸金立替金求償金 貸金立替金求償金

請求の目的の価額 円 円 円

ちよ う用印紙 円 円 円

終 局 ● ● ● ● ● ●

結 果

発付 却下 取下げ 発付 却下 取下げ 発付 却下 取下げ

一
一
一
一
口

一
旦

一
丁↑執仮 ● ● ● ● ● ●

里
〆、 議申立て ● ●

当庁 （
ノ、

手 ／、
）

● ●

当庁 （
ノ、

手 ノ、
）

● ●

当庁 （
／、

手 ノ、
）

記録送付 ◆ ● ● ● ● ●

保
存

完 結

終 期

記録廃棄

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

備 考

担当部

(添付郵便切手）

受領印

（ 円） （ 円） （ 円）



(別紙様式第3）

令和 年（ ）

（
ハ

ワ
・
手
ハ
・
手
ワ
・
少
．
・
少
工
・
人
・
人
ナ
・
行
ウ
・
行
ケ
・
家
ホ
・
家
へ
）

民
事
・
行
政
第
一
審
事
件
簿

1 移送， 回付又は差戻しにより事件を受け付けた場合には， 「受付区分」の「移」を○で囲む。
2 「関連事件」の「基」は反訴に対する本訴等， 「反」は反訴， 「異」は支払督促に対する督促異議少額訴訟判決，
手形判決若しくは小切手判決に対する異議労働審判に対する異議等，刑事損害賠償命令の申立てについての裁判に
対する異議等又は簡易確定決定に対する異議を示す。なお，簡易確定決定に対する異議の場合には，簡易確定事件の
事件番号を記載する。
3 少額訴訟事件，手形訴訟事件及び小切手訴訟事件が通常の手続により終局した場合には， 「結果」に通常手続に移
行した旨をも記載する。

事 件 番 号

受 付
受付
区分

移 移

原 告

被 告

事 件 名

訴訟の目的の価額 円 円

ち よ う用印紙 円 円

関 連 事 件
当庁

（ ）

基反 異 当庁

（ ）

基反異

終 局 ● ● ● ●

結 果

控訴提起・異議申立て
控
異
原
被

● ●

控
異
原
被

● ●

控
訴
提
起

事件番号

局
果

終
結

（ ）

● ●

事件送付却下決定取下げ

（ ）

● ●

事件送付却下決定取下げ

記 録 送 付 冊 ● ● 冊 ◆ ●

控
訴
審

局
果

終
結

上告提起。

受理申立て

終 局

結 果

● ●

提 ● ●

受 ● ●

◆ ●

提 ● ●

受 ● ●

上
告
審

局
果

終
結

卜告 ● ●

受理 ● ●

上告 ● ● ノ

受理 ● ●

上訴審から記録返還 冊 ● ◆ 冊 ● ●

保
存

完 結

終 期

記録廃棄

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

備 考

担当部
(添付郵便切手）

受領印

（ 円） （ 円）



(別紙様式第4）

令和 年（ ）

民
事

（
一
一

●

力
・
ム
・
行
オ
・
行
ソ

行
政
再
審
事
件
簿

家
チ
）

移送，回付又は差戻しにより事件を受け付けた場合には， 「受付区分」の「移」を○で囲む。

事件番
ロ
写

受 付
受付
区分

移

再審原告

再審被告

事 件 名

再審の対象と

された事件

開始決定等

即時抗告の提起

抗
告
提
起

事件番号

終 局

結 果

記録送付

抗
告
審

終 局

結 果

上訴審から記録返還

保
存

完 結

終 期

記録廃棄

備 考

担当部

(添付郵便切手）

受領印

（ ）

● ●

開始決定棄却決定却下決定

原
被
再
再

◆ ●

（ ）

● ●

事件送付却下決定取下げ

冊 ● ①

● ●

冊 ● ●

第

一

審

控
訴
審

上
告
審

終 局

結 果

控訴の提起

控
訴
提
起

事件番号

終 局

結 果

記録送付

再審の対象とされた

事件の第一審にお

ける事件番号

終 局

結 果

上告の提起等

上
告
提
起

事件番号

終 局

結 果

申
立
て

上
告
受
理

事件番号

終 局

結 果

記録送付

再審の対象とされた

事件の第一審にお

ける事件番号

再審の対象とされた

事件の控訴審にお

ける事件番号

終 局

結 果

記録送付

◆ ●

原
被
再
再

● ●

（ ）

● ●

事件送付却下決定取下げ

冊 ● ●

（ ）

● ●

提
原
被
再
再

● ●

受
原
被
再
再

● ●

（ ）

● ●

事件送付却下決定却下命令取下げ

（ ）

● ●

事件送付却下決定却下命令取下げ

冊 ● ●

（ ）

（ ）

◆ ● ●

冊 ● ●



（別紙様式第5）

令和 年（ ）

（
ハ
レ
・
ワ
ネ
・
少
テ
・
ハ
ツ
・
ワ
オ
・
レ
ッ
・
ネ
オ
・
ツ
テ
・
ハ
ソ
・
ソ
ラ
・
ラ
ク
・
ワ
受
・
ネ
受
・
ラ
許
・
行
ヌ
・
行
エ
・
行
サ
・
行
シ
・
行
力
・
行
セ
・
行
ネ
・
行
ノ
・
行
ハ
・
家
二
・
家
卜
）

民
事

苛
政
、

家
事
上
訴
提
起
等
事
件
簿

1 「上訴申立人の資格」の「原」は原告， 「控」は控訴人， 「抗」は抗告人， 「申」は申立人， 「被」は被告，被控訴人

又は被申立人， 「相」は相手方， 「参」は参加人， 「利」は利害関係人を示す。

2 上訴提起の手数料が定額でなく，訴訟の目的の価額等により算定される場合には， 「備考」の「(訴訟の目的の価

額等)」に記載する。

受 付

事件番号

上訴の対象となった事件

上訴申立人の資格

ち よ う 用印紙

終 局

結 果

備 考

(訴訟の目的の価額等）

担当部

(添付郵便切手）

受領印

（ ）

原控抗申被相参利

円

事件
送付

● ●

（ 円）

（ 円）

（ ）

原控抗申被相参利

円

事件
送付

● ●

（ 円）

（ 円）

（ ）

原控抗申被相参利

円

事件
送付

● ●

（ 円）

（ 円）

（ ）

原控抗申被相参利

円

事件
送付

● ●

（ 円）

（ 円）

（ ）

原控抗申被相参利

円

事件
送付

● ●

（ 円）

（ 円）

（ ）

原控抗申被相参利

円

事件
送付

● ●

（ 円）

（ 円）

（ ）

原控抗申被相参利

円

事件
送付

● ●

（ 円）

（ 円）

（ ）

原控抗申被相参利

円

事件
送付

● ●

（ 円）

（ 円）

（ ）

原控抗申被相参利

円

事件
送付

● ●

（ 円）

（ 円）

（ ）

原控抗申被相参利

円

事件
送付

Q ●

（ 円）

（ 円）



(別紙様式第6）

令和 年（ ）

劃

事

行
政
控
訴
事
件
簿

へ

し

不

行
．
）

事 件 番 号

受 付
受付
区分

冊 移 冊 移

控 訴 人

被 控 訴 人

事 件 名

訴訟の目的の価額 円 円

関 連 事 件
当庁

（ ）
基反附

当庁

（ ）
基反附

第

一

審

裁 判 所

事件番号

局
果

終
結

控訴の提起

地 支簡

（ ）

● ●

● ●

（ ）

地 支簡

（ ）

● ●

● ●

（ ）

終 局 ● ● ● ●

結 果

上告の提起等
提

受

控
被

● ●

控
被

● ●

提

受

控
被

● ●

控
被

● ●

上
告
提
起

事件番号

局
果

終
結

（ ）

● ●

事件送付却下決定却下命令取下げ

（ ）

● ●

事件送付却下決定却下命令取下げ

申
立
て

上
告
受
理

事件 番 号

局
果

終
結

（ ）

● ●

事件送付却下決定却下命令取下げ

（ ）

● ●

事件送付却下決定却下命令取下げ

記 録 送 付 冊 ● ● 冊 ● ●

上
告
審

局
果

終
結

上告 ● ●

受理 ◆ ●

上告 ● ●

受理 ● ●

備 考

担当部

(添付郵便切手）

受領印

（ 円） （ 円）



(別紙様式第7）

令和 年（ ）

民
事

行
政
抗
比
ロ

へ

ソ

事
件
簿

ラ

行
ス
）

事 件 番 号

受 付
受理
区分

冊 移 冊 移

抗 告 人

相手方 ・ 関係人

事 件 名

原
審

裁 判 所

事件番号

終 局

結 果

抗告の提起

支
出
簡

地
家

（ ）

● ●

● ●

（ ）

支
出
簡

地
家

（ ）

● ●

● ●

（ ）

終 局 ● ● ● ●

結 果

抗告の提起等

特
再

許

抗
相

● ●

抗
相

● ●

特
再

許

抗
相

● ●

抗
相

● ●

抗
告
提
起

事件番号

終 局

結 果

（ ）

● ●

事件送付却下決定却下命令取下げ

（ ）

● ●

事件送付却下決定却下命令取下げ

申
立
て

許
可
抗
告

事件番号

局
果

終
結

（ ）

● ●

許可決定不許可決定却下命令取下げ

（ ）

● ●

許可決定不許可決定却下命令取下げ

記 録 送 付 冊 ● ● 冊 ● ●

抗
告
審

終 局

結 果

特再 ● ●

許 ● ●

特再 ● ●

許 ● ●

備 考

担当部

(送付郵便切手）

受領印

（ 円） （ 円）



(別紙様式第8）

令和 年（ツ）

民
事
上
上
ロ

事
件
簿

ヘ

ツ
…

事 件 番 号

受 付
受付
区分

冊 移 冊 移

上 告 人

被 上 告 人

事 件 名

訴訟の目的の価額 円 円

第

一

審

裁判所 事件番号

終 局

結 果

控訴の提起

簡 (ハ）

● ●

● ●

(ﾉ､し）

簡 (ハ）

● ●

● ●

(ハレ）

控
訴
審

裁判所 事件番号

局
果

終
結

上告の提起

地 (し）

● ●

● ●

(レツ）

地 (し）

● ●

● ●

(レツ）

終 局 ● ● ● ●

結 果

特別上告提起
上
被

● ●
上
被

● ●

特
別
上
告
提
起

事件番号

局
果

終
結

(ツテ）

● ●

事件送付却下決定却下命令取下げ

(ツテ）

● ●

事件送付却下決定却下命令取下げ

記 録 送 付 冊 ● ● 冊 ● ●

上
告
審

特
別

局
果

終
結

● ● ● ●

備 考

担当部

(添付郵便切手）

受領印

（ 円） （ 円）



(別紙様式第9）

令和 年（へ）

公

示

催
出
口

事
件
簿

（
へ
）

事件番号

受 付
受付

区分
移 移 移

申 立 人

事 件 名

公示催告の決定 ● ● ● ● ● ●

公示催告公告 ● ● ● ● ● ●

終 局 ● ● ● ● ● ●

結 果

除権決定

申立却下

手続終了決定

取下げ

除権決定

申立却下

手続終了決定

取下げ

除権決定

申立却下

手続終了決定

取下げ

除権決定公告 ◆ ● ● ● ● ●

申
立
て

除
権
決
定
取
消
し

受 付

事件番号

終 局

結 果

● ●

（ ）

● ●

● ●

（ ）

● ●

● ●

（ ）

● ●

保
存

完 結

終 期

記録廃棄

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

備 考

担当部

(添付郵便切手）

受領印

（ 円） （ 円） （ 円）



(別紙様式第10）

令和 年（ ）

保
全
命
令
事
件
簿

ヘ

ト

ヨ

家
リ
…

移送， 回付又は差戻しにより事件を受け付けた場合には， 「受付区分」の「移」を○で囲む。

事件番号

受 付
受付
区分

移 移 移

債 権 者

債 務 者

事 件 名
仮差押え仮処分 仮差押え仮処分 仮差押え仮処分

ちよう用印紙 円 円 円

終 局
● ● ● ● ● ●

結 果

認容 却下

取下げ 和解

認容 却下

取下げ 和解

認容 却下

取下げ 和解

取
消
し

里
〈

圭
餓

申立て

終 局

結 果

異

取
● ●

● ●

異

取
● ●

● ●

異
取

● ●

● ●

即時抗告の提起
権
務

● ●
権
務

● ●
権
務

● ●

抗
告
提
起

事件番号

局
果

終
結

（ ）

● ●

事件送付却下決定取下げ

（ ）

● ●

事件送付却下決定取下げ

（ ）

● ●

事件送付却下決定取下げ

記録送付 冊 ● ● 冊 O ● 冊 ● ●

抗
告
審

局
果

終
結

● ● ● ● ● ●

上訴審から記録返還 冊 ● ● 冊 ● ● 冊 ● ●

保
存

完 結

終 期

記録廃棄

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

備 考

担当部

(添付郵便切手）
(添付収入印紙）

受領印

ｊ
ｊ
円
円

く
く

ｊ
ｊ
円
円

く
く

ｊ
ｊ
円
円

く
く



(別紙様式第1 1）

令和 年（ ）

ヘ

ノ

ユ
・
メ
・
セ
・
ス

調
停
事
件
簿

交

公
・
特
ノ
）

事件番号

受 付
受付

区分

申職

移他

申職

移他

申職

移他

申 立 人

相 手 方

事 件 名

調停を求める

事項の価額
円 円 円

ちよう用印紙 円 円 円

訴訟事件･非訟事件の
事件番号

（ ） （ ） （ ）

終 局 ● ● ● ● ● ●

結 果

成立不成立取下げ 成立不成立取下げ 成立不成立取下げ

保
存

完 結

終 期

記録廃棄

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

備 考

担当部

(添付郵便切手）

受 領 印

（ 円） （ 円） （ 円）



(別紙様式第12）

令和 年（ ）

ヘ

チ

上

借
・
借
チ

ン

配
チ
・
仲
・
サ

そ

非

訟
ウ
・
人
モ

●

民
事
准

人
ウ

ヲ

執
行
雑

行
ク
・
行
タ
・
る
・
む

行
政
雑
等

て
事
件
簿

家
ロ
）

1 移送，回付又は差戻しにより事件を受け付けた場合には， 「受付区分」の「移」を○で囲む。

2 当該事件が付随事件である場合には，主たる事件の事件番号を「基本事件」に記載する。付随事件記録を主たる

事件記録にとじ合わせた場合には， 「合」を○で囲む。

事件番号

受 付
受付
区分

移 移 移

申 立 人

被申立人

事 件 名

ちよう用印紙 円 円 円

基本事件 （ ） 合 （ ） 合 （ ） 合

終 局 ● ● ● ･ ● ●

結 果

抗告提起・異議申立て
申
被

● ●
申
被

● ●
申
被

● ●

抗
告
提
起

事件番号

終 局

結 果

（ ）

● ●

事件送付却下決定取下げ

（ ）

● ●

事件送付却下決定取下げ

（ ）

● ●

事件送付却下決定取下げ

記録送付 冊 ● ● 冊 ｡ ● 冊 ● ●

抗
告
審

局
果

終
結

● ● ● ● ● ●

上訴審から記録返還 冊 ◆ ● 冊 ● ● 冊 ● ●

保
存

完 結

終 期

記録廃棄

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ◆

● ●

備 考

担当部

(添付郵便切手）

受領印

（ 円） （ 円） （ 円）



(別紙様式第13）

令和 年（サ）

民
事
雑

弓『

件
簿
（
仮
執
行
一
日
一
二
一
口

申
立
事
件
）

（
サ
）

受付 事件番号
督促事件の

事件番号
終局 結 果 備 考

(添付郵便切手）

受領印

(ﾛ） 認却取
（ 円）

(ロ） 認却取
（ 円）

(ロ） 認却取
（ 円）

(ロ） 認却取
（ 円）

(ロ） 認却取
（ 円）

(ﾛ） 認却取
（ 円）

(ロ） 認却取
（ 円）

(ﾛ） 認却取
（ 円）

(ﾛ） 認却取
（ 円）

(ロ） 認却取
（ 円）

(ロ） 認却取
（ 円）

(ロ） 認却取
（ 円）

(ﾛ） 認却取
（ 円）

(ロ） 認却取
（ 円）

(ロ） 認却取
（ 円）

(ロ） 認却取
（ 円）

(ﾛ） 認却取
（ 円）

(ロ） 認却取
（ 円）

(ロ） 認却取
（ 円）

(ロ） 認却取
（ 円）



(別紙様式第14）

令和 年（労）

労
働
審
判
事
件
簿

へ

労
一

事件番号

受 付
受付

区分
移 移 移

申 立 人

相 手 方

事 件 名

労働審判を求め

る事項の価額
円 円 円

ちよう用印紙 円 円 円

終 局 ● ● ● ● ● ●

結 果

異議申立て等

異議申立て（申・相）

23条取消し

24条終了

● ●

当庁 （ワ）

異議申立て（申・相）

23条取消し

24条終了

● ●

当庁 （ワ）

異議申立て（申・相）

23条取消し

24条終了

● ●

当庁 （ワ）

記録送付 冊 ● ● 冊 ● ● 冊 ● ●

保
存

完 結

終 期

記録廃棄

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ◆

● ●

● ●

備 考

担当部

(添付郵便切手）

受領印

（ 円） （ 円） （ 円）



(別紙様式第15）

令和 年（ ）

（
リ
・
ヌ
・
ル
・
少
ル
・
ケ
・
ナ
・
財
チ
・
情
チ
）

強
制
執
行
等

事
件
簿

移送，移行， 回付又は差戻しにより事件を受け付けた場合には， 「受付区分」の「移」を○で囲む。

事件番号

受 付
受付

区分
移 移 移

債 権 者

債 務 者

第三債務者
所 有 者
第 者

事 件 名

ちよ う用印紙 円 円 円

終 局 ● ● ● ● ● ●

結 果

保
存

完 結

終 期

記録廃棄

● ●

● ●

● ●

● ●

◆ ●

● ●

● ●

● ●

● ◆

備 考

担当部

(添付郵便切手）

(添付収入印紙）

受 領 印

ｊ
ｊ
円
円

く
く

ｊ
ｊ
円
円

く
く

ｊ
ｊ
円
円

く
く



(別紙様式第16）

令和 年（ ）

破
産
事
件
簿

ヘ

フ
ー

事件番号

受 付
受付
区分

移 移 移

申 立 人

被申立人

開始決定 ● ●

前
後

● ●

前
後

● ●

前

後

破産管財人

終 局 ● ● ● ● ● ●

結 果

抗告の提起 ● ● ● ● ● ●

抗
告
提
起

事件番号

終 局

結 果

（ ）

● ①

事件送付却下決定
｡

取下げ

（ ）

● ●

事件送付却下決定取下げ

（ ）

● ●

事件送付却下決定取下げ

記録送付 冊 ● ● 冊 ● ● 冊 ● ◆

抗
告
審

終 局

結 果

● ● ● ● ● ●

免
責
手
続

免責受付
(みなし申立てを含む｡）

免責終局

結 果

抗告の提起

抗
告
提
起

事件番号

終 局

結 果

記録送付

抗
告
審

終 局

結 果

● ●

● ●

◆ ●

（ ）

● ●

事件送付却下決定取下げ

冊 ● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

（ ）

● ●

事件送付却下決定取下げ

冊 ● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

（ ）

● ●

事件送付却下決定取下げ

冊 ● ●

● ●

上訴審から記録返還 冊 ● ● 冊 ● ● 冊 ● ◆

保
存

完 結

終 期

記録廃棄

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

備 考

担当部

(添付郵便切手）

受領印

（ 円） （ 円） （ 円）



(別紙様式第17）

令和 年（ ）

（
企
・
再
・
再
イ
・
再
ロ

再
生

等
ご
～事

件
簿

承

上
）

事件番号

受 付
受付
区分

移 移 移

申 立 人

被申立人

開始決定

承認決定

● ●

前
後

● ●

前
後

● ●

前

後

管財人等

終 局 ● ● ● ● O ●

結 果

抗告の提起 ● ● ● ● ● ●

抗
告
提
起

事件番号

終 局

結 果

（ ）

● ●

事件送付却下決定取下げ

（ ）

● ●

事件送付却下決定取下げ

（ ）

● ●

事件送付却下決定取下げ

記録送付 冊 ● ◆ 冊 ● ● 冊 ● ●

抗
告
審

終 局

結 果

● ● ● ● ● ●

上訴審から記録返還 冊 ● ● 冊 ● ● 冊 ● ●

保
存

完 結

終 期

記録廃棄

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ◆

備 考

担当部

(添付郵便切手）

受領印

（ 円） （ 円） （ 円）



(別紙様式第18）

令和 年（ ）

責

任
制
限
事
件
簿

（
船
・
油
）

事 件 番 号

受 付
受付
区分

移 移

申 立 人

事故に係る船舶の

名称及びト ン数

責任限度額 円 円

開 始 決 定 ● ●
前
後

● ●
前
後

管 理 人

拡 張 決 定 ● ●
前
後

● ●
前
後

終 局 ● の ● ●

結 果

即時抗告の提起 ● ● ● ●

抗
告
提
起

事件番 号

終 局

結 果

（ ）

● ●

事件送付却下決定取下げ

（ ）

● ●

事件送付却下決定取下げ

記 録 送 付 冊 ● ● 冊 ● ●

抗
告
審

局
果

終
結

● ● ● ●

上訴審から記録返還 冊 ● ● 冊 ● ●

保
存

完 結

終 期

記 録廃棄

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

備 考

担当部

（添付郵便切手）

受領印

（ 円） （ 円）



(別紙様式第19）

令和 年（集）

簡
易
確
定
事
件
簿

（
佳
不
）

移送又は回付により事件を受け付けた場合には， 「受付区分」の「移」を○で囲む。

事件番号

受 付
受付

区分
移 移 移

簡易確定手続申立

団 体

相 手 方

ちよう用印紙 円 円 円

共通義務確認

請求事件番号
当庁 （ワ） 当庁 （ワ） 当庁 （ワ）

終 局 ● ● ● ● ● ●

結 果

異議申立ての有無 有 ． 無 有 ． 無 有 ． 無

保
存

完 結

終 期

記録廃棄

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

備 考

担当部
(添付郵便切手）

受領印

（ 円） （ 円） （ 円）



(別紙様式第20）

令和 年（集ワ）

簡
易
確
定
決
定
に
対
す
る
異
議
申
立
て
提
起
事
件
簿

（
集
ワ
）

｢異議申立人の資格」の「申」は簡易確定手続申立団体， 「消」は届出消費者， 「相」は相手方を示す。

受 付

事件番号

異議申立ての対象となった
簡易確定事件

異議申立人の資格

ち よ う 用E ］ ；舐

終 局

結 果
備 考

担当部

(添付郵便切手）

受領印

(集）

申消相

円

● ●

異議申立て

による事件

記録の送付

（ 円）

(集）

申消相

円

● ●

異議申立て

による事件

記録の送付

（ 円）

(集）

申消相

円

● ●

異議申立て

による事件

記録の送付

（ 円）

(集）

申消相

円

● ●

異議申立て

による事件

記録の送付

（ 円）

(集）

申消相

円

● ●

異議申立て

による事件

記録の送付

（ 円）

(集）

申消相

円

● ●

異議申立て

による事件

記録の送付

（ 円）

(集）

申消相

円

● ●

異議申立て

による事件

記録の送付

（ 円）

(集）

申消相

円

● ●

異議申立て

による事件

記録の送付．

（ 円）

(集）

申消相

円

● ●

異議申立て

による事件

記録の送付

（ 円）

(集）

申消相

円

● ●

異議申立て

による事件

記録の送付

（ 円）



(別紙様式第21）

令和 年（ ）

過
料
事
件
簿

ヘ

ア

ホ
ー

受付

受付区分

事件番号
■一－一●｡ーー●｡~■●●申ｳ｡●●●●｡●●｡●●寺●ー●ロロ●や一守争・●■●・・｡｡‐■■■●ー一心色＝＝＝一心…ー｡｡

事件名
当 事 者

終 局

結 果

保
存

完 結

期
一
棄
一
廃
一
録

終
一
記

備 考

担当部

受領印

移

ﾛ●や~｡q一 司ら◆e■-｡■ｰ● ●◆凸＆口｡▲－－■●●“■‐凸■■今■●｡●●今今や｡…｡｡■の■■●■■■●寺寺■●‐■ゆﾛ

会戸住

● ●

不処罰

過料 円

● ●

hのー●●由●●●■●●由●●ｰ●●●■…‐－画一一■■●●●●●●●●●･●●●…e●●●●●●ー■■－口｡｡p●●●g■■

● ●

● ●

移

一心●の■●一ｰ■●■■●凸■■■■●一色…色色■一○●わ●今一己一■■ｰ■｡｡一一●一~●一函■●国

会戸住

● ●

不処罰

過料 円

● ●

一色●●■■●●CCG…一GG口△○一一●●●●●●■ー●●●い●･■●●■●●●●●一■●●…ー●●■●一G口●■

● ●

の｡■｡●●●●■■■●■－･＝■■●｡■凸凸凹■－■函■｡■●●｡■●●■●■■●●の●●｡■■■●■■●寺●ご守寺寺今◆－－口■●●

● ●

移

会 戸 住

● ●

不処罰

過料 円

● ●

一一一●ー今凸一色一申一一一■●●一●●◆■一全一■ｰ■■一心◆。●●

● ●

一●■■‐●●●●●●●｡e一G－一●凸●⑧●……■』■■■●■一心一一●ー…■■｡■｡■ー｡●●旬■

● ●

移

今
云 戸 住

● ●

不処罰

過料 円

● ●

● ●

● ●

移

〈
云 戸 住

● ●

不処罰

過料 円

● ●

一寺一一画一｡■■■■●■●●…●■■■…●■ーー■■●●●●●一・一一■●■巳■■■■茜■●一●

● ●

● ●

移

画一■p…や申●●旬一●●■●■●●一●■ー一色■ceC－｡■己一七一争曲→一や■一ｰ…函■､－．

〈
云 戸 住

● ●

不処罰

過料 円

● ●

● ●

、■●●■寺｡●●ー…ー●■■■■■■一■－●●●●■●■ー■ｰ●■｡■●一一●●一●■■●ー■■■面

● ●

移

〈
云 戸 住

● ●

不処罰

過料 円

● ◆

● ●

唾一●ー■●■｡■函一■ｰ●一ら●●●△●●･■｡■…●凸｡一一凸凸一一一●●●●｡｡｡■■■

● ●

移

〈
云 戸 住

● ●

不処罰

過料 円

● ●

● ●

画■ー●寺■｡●●●･･■｡｡●ら一C一一●ーー一宇…e－Caー色。…画一●●●●●ー●･●ウ｡｡…●①◆

● ●

移

〈
云 戸 住

● ●

不処罰

過料 円

● ●

● ●

■ー●~ー~・●ー■●ー■C■ｰ－－●■●●■●●■ー｡ー●…一一ｰ宙●ー●●｡●●一一

● ◆

移

…………….基く
云

■■G●

芦荏……~~……

● ●

不処罰

過料 円

● ●

● ●

■一一■●巳■■■｡◆■←の｡●－■●－●●一■ー申●‐■●●･●◆今◆GB吟■■与守守り－勺■一…ーq■■●●

● ●



(別紙様式第22）

令和 年（ ）

ヘ

キ

エ

行
ア
・
行
キ

／、

壮
〈 れ

・
家助

事
件
簿

ノ、

医
い

医
は
）

事件番号

受 付

嘱
託

裁判所

事件番号

事件名

当事者

被告人

少 年

対象者

事 頂
申 〆、

支
出
簡

高
地
家

（ ）

凸…■●●今→ー■旬ー◆－…一◆全中凸申一｡－■●今■｡…凸◆bGbOoe．■●●■aeec■色一…の函…■一●｡●■●■｡■●今｡｡｡土｡■凸●一一一■

支
出
簡

高
地
家

（ ）

巳画●■■＝■■＝●画一■“■●■●●●…■－■■●●●■■巳●一CQ－…●●の■■■●－■－●一口■｡”■●函●■●■●申●争｡●●■F■寺一一→や一一●ー◆◆今｡

支
出
簡

高
地
家

（ ）

グ

終 局 ● ● ● ● ● ●

結 果

終了 転嘱 終了 転嘱 終了 転嘱

記録送付 ● ● ● ● ● ●

備 考

担当部

(添付郵便切手）

受領印

（ 円） （ 円） （ 円）



(別紙様式第23）

令和 年（い）

略
式
事
件
簿
へ

甲 （
い
）…

事件番号

受 付

被 告 人

事 件 名

終 局 ● ● ● ● ● ●

結 果

円
円

金
料

罰
科

1日換算 円

仮納付 あり なし

円
円

金
料

罰
科

1日換算 円

仮納付 あり なし

円
円

金
料

罰
科

1日換算 円

仮納付 あり なし

謄
本
送
達

略
式
命
令

検察官

被告人

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

正式裁判請求 ● ● ● ● ● ●

検察庁に記録送付 ● ● ● ● ● ●

備 考

担当部 受領 印



(別紙様式第24）

令和 年（ ） 道路交通法違反 等

交
通
即
決
一

．』

J手

件
簿

略
式
事
件
簿

（
りへ

乙 い
）…

受付 事件番号 被告人 終局 結 果
被告人に

謄本送達

検察庁に

記録送付
備 考

担当部

受領印

罰金 円

仮納付

■｡●●●●■●●B●●■pSee｡●■｡■●■

罰金 円

仮納付

｡■●■｡■■■●｡●｡■■ー■●■●●■●q

罰金 円

仮納付

D●｡●■寺■◆や●◆や一・●争舎争舎◆◇今心舎■

罰金 円

仮納付

D◆●■一｡e凸■■色●■ー■｡■■■■■■●

罰金 円

仮納付

■●●画凹■一■●ー‐■｡●●ー

罰金 円

仮納付

一ー●…■■■け一己缶■｡●①函

罰金 円

仮納付

b■一●■●函■●奇一一一申

罰金 円

仮納付

÷●一一F…写■｡一

罰金 円

仮納付

罰金 円

仮納付

ーー－－■｡◆■凸一一

罰金 円

仮納付

一一●…■●●●●●■■■●｡｡‐

罰金 円

仮納付

ﾛ七・●●わ~・の全一◆■▲申◆△●…■■

罰金 円

仮納付

｡■●●●ー句で■句句色●ロ■一や●◆ー

罰金 円

仮納付

罰金 円

仮納付

一一ゆ●●■｡●●●－■

罰金 円

仮納付

－●●●ー●●●ー●■ー

罰金 円

仮納付

C－C●争●｡｡$●｡●■･ーー

罰金 円

仮納付

6

－●一一●●■■●●、ーー

罰金 円

仮納付

‐●－守宇一一句■凸｡ ■■■■凸凸一

罰金 円

仮納付



(別紙様式第25）

令和 年（ ）

刑
事
公
判
垂
胴

求
事
件
簿

（
ろ
・
わ

の
…

事件番号

受 付
受付
区分

起正不

強移
起正不

強移

被 告 人

勾別求保宅放刑 勾別求保宅放刑

事 件 名

終 局 ● ● ● ●

結 果

控訴申立て 取下げ
検

被弁

● ●

● ●

● ●

検

被弁

● ●

● ●

● ●

記 録 送 付 冊 ● ● 冊 ● ●

控
訴
審

局
果

終
結

上告申立て 取下げ

● ●

検

被弁

● ●

● ●

● ●

● ●

検

被弁

● ●

● ●

● ●

上
告
審

局
果

終
結

● ● ● ●

確 定 事 由 期間徒過 上訴の
放 棄

取下げ
期間徒過 上訴の

放 棄

取下げ

確 定 ● ● ● ●

上訴審から記録返還 冊 ● ● 冊 ● ●

検察庁に記録送付 冊 ● ● 冊
｡

● ●

備 考

担当部 受領印



(別紙様式第26）

令和 年（ ）

刑
事
控
訴
事
件
簿

（
差
フ

収
ほ
）

事件番 号

受 付
受付
区分

冊
検被
双移

冊
検被
双移

被 告 人

勾別保宅放刑 勾別保宅放刑

事 件 名

第

一

審

裁判所
事件番号

受付月日

局
果

終
結

控訴申立て

地
家
支
簡

（ ）

● ●

● ●

検

被弁

● ●

○ ●

地
家
支
簡

（ ）

● ● 今

● ●

検

被弁

● ●

● ●

終 局 ● ● ● ●

結 果

上告申立て 取下げ
検

被弁

● & ●

● ●

● ●

検

被弁

● ●

● ●

● ●

記 録 送 付 冊 ● ● 冊 ● ●

上
告
審

局
果

終
結

● ● ● ●

確 定 事 由 期間徒過 上告の
放 棄

取下げ
期間徒過 上告の

放 棄

取下げ

確 定 ● ｡ ● ●

上訴審から記録返還 冊 ● ◆ 冊 ● ●

原審に記録送付 冊 ● ● 冊 ● ●

備 考

担当部 受領印



(別紙様式第27）

令和 年（ ）

刑
事
抗

（
く
・
け
・
医
ほ
・
秩
ほ
・
秩
へ
）

告

等

事
件
簿

事件番号

受 付

申立人等

検被弁付法少 検被弁付法少 検被弁付法少

事 件 名

被告人等

－

原

審

裁 判 所

事件番号

終 局

結 果

支地
家
簡

（ ）

● ●

ー→

支地
家
簡

（ ）

● ●

支地
家
簡

（ ）

● ●

終 局 ● ● ● ● ● ●

結 果

特別抗告等申立て ● ● ● ● ● ●

記録送付 冊 ● ● 冊 ● ● 冊 ● ●

告
審
等

特
別
抗

終 局

結 果

● ● ● ● ● ●

上訴番から記録返還 冊 ● ● 冊 ◆ ◆ 冊 ● ●

原審に記録返還 冊 ● ● 冊 ● ● 冊 ● ●

備 考

担当部 受領印



(別紙様式第28）

令和 (ら）年 少年保護抗告受理申立て事件簿

へ

ら
ー

受付

事件番号

事 件 名
少 年

原 審

裁 判 所
｡◆やや●一一ー一一”■寺●一・｡●●一一一◆一一一マ午守●幸寺■函口一一ー｡●●●ー●●●●一争●。ー一一｡■凸一一一一｡一一申－－－釦

事件番号

終 局

結 果

抗告事件番号

原審に記録返環
備 考

担当部
今■今今一心凸●●●●■｡e～＝■■＝＝■■｡●守●ー■函一GF一・●｡｡■●…｡●■

受領印

､一一つ｡｡ー●●●●●●一の△●舎一申申争一凸 ◇◆●●●●●寺申■■ひび一●●寺芭■で一己●巳｡一一●巳凸争ら今eG－－－c÷一一句一｡句句①一■■｡一●全一
家 支部

の●一一一や…■■●●●■一口e｡●■－●●Gや今■■●一一●■●－●＝CCe－－－●●●＝●●今●●今②｡ 可

(少）

● ●

受 ・ 不

(<）

冊 ● ●

●■や…－－●■”●守一寺寺◆－－●●の●●一句｡■缶■■■■●●■－面■■

家 支部
で｡｡一・ー●●●■●●ーー■■｡ー■凸■一一一－一◆守一●申｡ー‐●｡●ー｡一■｡ー●一今･凸●●－●今今｡…の一一…

(少）

● ●

受 不

(く）

冊 ● ●

■一■●p●■●●●●ー今●｡■■■■■■■■－■－■毎年寺一む●…一句

家 支部
●■■巳一一●‐全一●－－~●･●一一一｡｡●一一②。●●｡e一一一一一一●やや…

(少）

● ◆

受 ・ 不

(く）

冊 ● ●

qや●‐‐争幸一■■●q申■寺■■ー中■寺e●●●■●■■●の●｡●■●ーｰ■‐■■■■－■＝凸

家 支部
－ーー｡一一凸－－－●守一一一■一●●一●－－－－●●凸今一幸一守一吟一

(少）

● ●

受 ・ 不

(く）

冊 ● ●

家 支部
一●つ争●●●●●一一句｡●一●一○■●●●一一々●巳今一一一一一一幸●争●●－●一一一一一争●－●■●－－

(少）

● ●

受 ・ 不

(く）

冊 ● ●

家 支部
｡－｡●－－一目一一一一●－－一一一一●…●･一｡－－

(少）

◆ ●

受 ・ 不

(く）

冊 ● ●

家 支部
~●ー申一一■■｡●…一一●●凸一■ｰ◆一一一一●令凸一壺一●一℃や一一■面七一一一●守寺●｡●一一・一●一.■■■

(少）

● ●

受 ・ 不

(く）

冊 ● ●



(別紙様式第29）

令和 年（ ）

獅
伽
牌
鋼
請 へ

は

求
事
件
簿

か
・
に

よ
ー

事件番号

受 付

求 者
三主

同月

検被弁 検被弁 検被弁

請求事 眉／、

基
本
事
件

事件番号

事 件 名

被告人･被疑者

（） （ ） （ ）

終 局 ● ● ● ● ● ●

結 果

検察庁に記録送付 ● ● ● ● ● ●

保
存

完 結

終 期

公判裁判所

に記録送付

記録廃棄

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

備 考

担当部 受領印



(別紙様式第30）

令和 年（ ）

叩
事
再
審

へ

ほ

た
・
お
・
収
い
・
収
ろ
・
収
に
）

主
月

三
一
口

求
事
件
簿

事件番号

受 付
受付

区分

検被

移

請 求 者

再
審
を
請
求
さ
れ
た
事
件

事件番号

第一審裁判所

第一審事件番号

事 件 名

被 告 人

開始決定等

即時抗告・異議申立て

記録送付

里
〈

季
餓

抗
告
審

終 局

結 果

上訴審から記録返還

備 考

担当部 受領印

（ ）

（ ）

● ●

開始 棄却 取下げ

● ●

● ●

● ●

冊 ● ●

第

一

審

三
取下げ

確定事由

確 定

上訴審から記録返還

検察庁に記録送付

控訴

申立て

● ●

検被弁

◆ ● ● ●

冊 ● ●

● ●

検被弁

● ● ● ●

冊 ● ◆

● ●

請求の取下げ

期間徒過上訴の
放棄

取下げ

● ●

冊 ｡ ●

冊 ｡ ●



(別紙様式第31）

令和 年（ ）

刑
事
補
償
主
月

一
三
口

求
事
件
簿

へ

と

そ

ま
…

事件番号

受 付

請 求 者

無
罪
等
の
裁
判
を
受
け
た
事
件

事件番号

事件 名

被告人等

（ ） （ ） （ ）

終 局 ● ● ● ● ● ●

結 果

棄却

補償額 円

1日当たり 円

日分

棄却

補償額 円

1日当たり 円

日分

棄却

補償額 円

1日当たり 円

日分

即時抗告・異議申立て ● ● ● ● ● ●

記録送付 ● ● ● ● ● ●

里
〈

議

抗
告
審

終 局

結 果

● ● ● ● ● ●

確 定 ● ● ● ● ● ●

上訴審から記録返還 ● ● ● ● ● ●

公
一

ホ

●
●
●
●

●
●
●
●

間
聞
聞

報
新
新
新

官
●
●
●
●

●
●
●
●

聞
聞
聞

報
新
新
新

官
●
●
●
●

●
●
●
●

間
聞
聞

報
新
新
新

官

検察庁に記録送付 ● ● ● ● ● ●

備 考

担当部 受領印



(別紙様式第32）

令和 年（つ）

起
訴
強
制
事
件
簿

へ

つ
ー

事件番号

受 付

求 者
三主

同月

事 件 名

被 疑 者

終 局 ● ● ● ● ● ●

結 果

抗告申立て ● ● ● ① ● ●

記録送付 ● ① ● ● ● ●

抗
告
審

終 局

結 果

● ● ● ● ● ●

上訴審から記録返還 ● ● ● ● ● ●

刑訴規175条2号の規定
による裁判書の送付

● ● ● ● ● ◆

公訴の維持に当たる

弁護士に書類送付

● ●

弁護士

● ●

弁護士

● ●

弁護士

検察庁に記録送付 ● ● ● ● ● ●

保
存

完 結

終 期

記録廃棄

● ●

● ●

● ●

● ●

● ◆

● ●

● ●

● ●

● ●

備 考

担当部 受領印



(別紙様式第33）

令和 年（ ）

訴
ニグ、

費

除
申

立

て へ

ち

事
件
簿

ね

ふ
ゞ

事件番号

受 付

申 立 人

訴
訟
費
用
の
負
担
を
命
じ
た
事
件

事件番号

第一審

控訴審

上告審

事件 名

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

終 局 ● ● ● ● ● ●

結 果

即時抗告・異議申立て ● ● ● ● ● ●

記録送付 ● ● ● ◆ ● ●

里
〈

議

抗
告
審

終 局

結 果

● ● ● ● ● ●

確 定 ● ● ● ● ● ●

上訴審から記録返還 ● ● ● ● ● ●

検察庁等に

記録送付
支
簡

高
地
家

検
支
簡

高
地
家

検

●

支
簡

高
地
家

検

備 考

担当部 受領印



(別紙様式第34）

令和 年（損）

刑
事
損
室
口

賠
償

命
令

事
件
簿

へ

損
一

事件番号

受 付
受付

区分
移 移 移

申 立 人

相 手 方

請求の目的の価額 円 円 円

ちよ う用印紙 円 円 円

刑事被告事件

の事件番号
（ ） （ ） （ ）

終 局 ● ● ● ● ● ●

結 果

異議申立て等
a

異議申立て（申・相）

38条終了

● ●

異議申立て（申・相）

38条終了

● ●

異議申立て（申・相）

38条終了

● ●

記録送付 冊 ● ● 冊 ● ● 冊 ● ●

保
存

完 結

終 期

記録廃棄

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

備 考

担当部

(添付郵便切手）

受領印

（ 円） （ 円） （ 円）



(別紙様式第35）

令和 年（ ）

刑
事
等
雑
事
件
簿

や
・
る
・
む

て

少
ロ
・
医
に
）

事件番号

受 付

請求者等

検被弁 検被弁 検被弁

事 件 名

基
本
事
件

事件番号

人
年
者
者

告
疑
象

被
少
被
対

（ ） （ ） （ ）

終 局 ● ● ● ● ● ●

結 果

不服申立て
抗
異
準

検被弁

● ●

抗
異
準

検被弁

● ●

抗
異
準

検被弁

● ●

記録送付 ● ● ● ● ◆ ●

上
訴
審

終 局

結 果

● ● ● ● ● ●

上訴審から記録返還 ● ● ● ● ● ●

検察庁等に記録送付 ● ● ● ● ① ◆

保
存

完 結

終 期

記録廃棄

● ●

● ●

● ●

● ●

● ◆

● ●

● ●

● ●

● ●

備 考

担当部 受領印



(別紙様式第36）

令和 年（ ）

’

（
行
イ
・
行
ク
・
る
・
む
・
て
・
家
ロ
・
少
ロ
・
医
に
）

’

令
状
垂
砠

求
事
件
簿

受付 事件番号
請求者の

所属庁
罪名等 被疑者等

令状

種別
裁判官 結果 受領印 備 考

発付

発付

発付

発付

発付

発付

発付

発付

発付

発付

発付

発付

発付

発付

発付

発付

発付

発付

発付

発付



(別紙様式第37）

令和 年（家） 家事審判事件簿

（
家
・
家
ヌ
）

受 付

受付区分

事件番号

事 件 名

申 立 人

審判を受ける者等
又は相手方

終 局

結 果

即時抗告の提起
1■■■■

医
1■■■

ー

ー

苛
苛

悌
一

一
一 番号

終 局

結 果

記
録
送
付

抗告審

終 局

結 果

上
訴
審
か
ら
記
録
返
還

保 存

完 結

終 期

記録廃棄

備 考

担当部

震騨）
受領印

書準移

調他

別一別二（ ）

● ●

認容却下取下げ

申
相

● ●

(家二）

● ●

事件却下

送付決定
取下げ

●
●

● ●

●
●

● ●

● ●

● ●

（ 円）

書準移

調他

別一 別二（ ）

● ●

認容却下取下げ

申
相

● ●

(家二）

● ●

事件却下

送付決定
取下げ

●
●

● ●

◆
●

● ●

●■ー＝●●ーロー＝｡①●｡一一●由●cc－bae今今ら－－－

● ●

● ●

（ 円）

書準移

調他

別一別二（ ）

● ●

認容却下取下げ

申
相

● ●

(家二）

● ●

事件却下

送付決定
取下げ

●
●

● ●

●
●

● ●

ー申凸争申◆･寺●一ｰ函■●寺■■－甲？…一一一争句CO■●函守●－守寺●●■毎一●

● ●

●●申●守申ゅ●●■ー■一●■■●●…■ー●●●●●●●■ーけむ●ー●■●■ー■寺■●●■●。■■凸

● ●

（ 円）

書準移

調他

別一 別二（ ）

● ●

認容却下取下げ

申
相

● ●

(家二）

● ●

事件却下

送付決定
取下げ

●
●

● ●

●
●

● ●

● ●

一宇●●■■■■－－寺｡◆●一一■旬一一今●◆もむや｡■●●｡…■■■●－－

● ●

（ 円）

書準移

調他

別一 別二（ ）

● ●

認容却下取下げ

申
相

● ●

(家二）

● ●

事件却下

送付決定
取下げ

●
●

● ●

◆
●

● ●

● ●

● ●

■●ー■●●の一ーc●●■■■●｡｡●凸一●●･●●心｡…■…■●■●■■■ー‐■

（ 円）



(別紙様式第38）

令和 年（家イ） 家事調停事件簿

（
家
イ
）

受 付

受付区分

事件番号

事 件 名

申立人

相手方

可
９
口
〃
〃冬 局

結 果

保 存

完 結
●■■｡●｡■｡…ー■｡一●●●●一一一一ーー－－守吟申･●－－■一屯 ｡●－■一一一●一

終 期

記録廃棄

備 考

担当部

(添付郵便切手）

受 領 印

書準移

訴審他

別二（ ）他

● ●

成立不成立取下げ

● ●

● ●

● ●

（ 円）

書準移

訴審他

別二（ ）他

● ●

成立不成立取下げ

● ●

● ●

● ●

（ 円）

書準移

訴審他

別二（ ）他

● ●

成立不成立取下げ

● ●

● ●

一一一一一‐●－口－－■一一一ロー●●一●●－℃一｡●●●－－

● ●

（ 円）

書準移

訴審他

別二（ ）他 ■一凸凸凸争◆､凸令…■一曲■●■●ー一口…■●■■一ー■■…■一◆争…争一凸一凸●－－＝＝凸一一●●■一一■寸吟守一一一一寺一●寺■口ロローー

● ●

成立不成立取下げ

● ●

● ●

● ●

‐■｡｡●ー●●一｡一寺●一一一寺●●寺一句写寺F－●●－口一一●

（ 円）

書準移

訴審他

別二（ ）他

● ●

成立不成立取下げ

● ●

● ●

函一一■七一●。●‐令一一口一・一争一■－－申aa－争令の●｡…b●ーー字一■今一一一一一今

● ●

凸一■｡●一一一●曲一土｡凸一●■●■一■●●■●…■一画■●●■｡◆

（ 円）

害準移

訴審他

別二（ )他

◆ ●

成立不成立取下げ

● ●

● ●

● ●

（ 円）

書準移

訴審他

別二（ ）他 一一●色●色｡●土一●●●■今。一色■●一一一●一一一一~－●守一一G＝●｡~●ee…●●●■●－●｡＝●●一一●凸●●一●一色－－－

● ●

成立不成立取下げ

● ●

● ●

● ●

一己~･ー●…己一一一…■｡｡●壷●ー●●罰●サーラー●一

（ 円）



(別紙様式第39）

令和 年（家ﾉ､） 助事件簿家事
辻
〈

家
ハ
）

受付
事件

番号

嘱 託

裁判所
事件番号

事 件 名

申 立 人

審判を受ける者等又は相手方

事 眉
一、

被審問人等

終 局

結 果

記録

送付
備 考

担当部

(震騨）
受領印

家

支
出

（ ） ● ●

終了 転嘱

一国■函■●一P｡●●｡ー■ー●＝■■ー■ー~ー

（ 円）

家

支
出

（ ） ● ●

終了 転嘱 （ 円）

家

支
出

（ ） ● ●

終了 転嘱 （ 円）

家

支
出

（ ） ● ●

終了 転嘱 （ 円）

家

支
出

（ ） ● ●

終了 転嘱 （ 円）

家

支
出

（ ） ● ●

終了 転嘱 （ 円）

家

支
出

（ ） ● ●

終了 転嘱 （ 円）



(別紙様式第40)

云言 亘 iLff 亘

へ

家

巳

一
一
一

一
一
一

受 付

事件番
仁．

言

●句●●●●凸凸一一口幸●■●●ぬ▲今や七句寺●■●●一一●●●cecP－－●■－一ー寺●■ー…･一寺守臼●

事 件 名

申 立 人

｡‐■ー■■●cc●~｡●●｡e一一や■●●■｡●色申●●今｡●■●｡一色宇一口●●｡ -凸 子 ●●■●●■

被申立人

審判を受ける者等

ちよう

用印紙

基本

事件

終 局

結 果

抗告の提起
ー

に
一

一

一罫件番号

終 局

結 果

記
録
送
付

抗告審

終 局

結 果

上
訴
審
か
ら
記
録
返
還

保 存

完 結
●●●●面●●■■ー●←Gー■ひ■■■■■■●■■■ーー｡●凸○一守●ひ＝■■■■色巳■■■

終 期

記録廃棄

備 考

担当部
ー■●■●ー●●●●ー凸一●－◆◆●｡－■●●…●－■■…q

（
添付郵

便切手

受領印

）

●寺●｡｡●ー一一｡Fー■ロ■■｡■令一寺や■●画一｡~●守寺●呑口■｡－句■句○℃一一｡●◆一→●｡■■ 害

■－－寺■●｡｡…◆申や●今●｡●■今●ロマーーc－－C－c－●ー●‐●■込争■－マ申｡■･ーｰ凸一一一F●●●一■一一

円

(家 ）

● ●
申
被

● ●

(家二）

● ●

事件却下

送付決定
取下げ

●
●

● ●

●
●

● ●

●●■■●■■－－●◆｡●｡■■■■●●･今■■■■●●むら一一寺寺■■寺守●●●⑧｡●の●●｡■

● ●

● ●

ﾛ今今心色一凸●｡▲－－＝■e－－‐一己＝○一一一一口●●●…

（ 円）

一一や●●●今一凸色一■ーー一一一一写一一一口e●凸●｡●｡●●－●｡●●Ge－c●◆己●■‐■

円

(家 ）

● ｡
申
被

● ●

(家二）

● ●

事件却下

送付決定
取下げ

●
●

● ●

●
●

● ●

Gee＝今今一一一一争一■■ー●一ｰ~‐ー一司廿一 一一一

● ●

● ●

h●今一｡●～■－●一一C一一一●●や－ー■ー■q

（ 円）

守一●■●●●函争･旬守P寺一己■■■■毎己らa｡◆｡一■吟じ■●｡■■■●凸■今や守F■寺●●■■●｡－今｡◆一蓉守●●●●全■｡e一年申一一■

円

(家 ）

● ●
申
被

● ●

(家二）

● ●

事件却下

送付決定
取下げ

●
●

● ●

●
●

● ●

● ●

。ー■凸．～一口●■｡●●●ー●卓全一｡◇●む●■－口字画一一●●一一一勺●●…寺●●

● ●

｡●●■●ー‐ー寺守‐●‐●■●｡｡■■■■●■■■ー■■の●■■●古今一…凸企土令4

（ 円）

● ．

円

(家 ）

● ●
申
被

● ●

(家二）

● ●

事件却下

送付決定
取下げ

●
●

● ●

●
●

● ●

● ●

● ●

（ 円）

ー＝今●◆昏句｡■■●､､●一つ＝申｡。●申七●ー”●●●ー■■■■■ 曾 ﾆｰ ｰ ｡■●■一一一ﾆ

円

(家 ）

● ●
申
被

◆ ●

(家二）

● ●

事件却下

送付決定
取下げ

●
●

● ●

●
●

● ●

●ー●●｡●ー一一C一一二争や｡｡ー●●●●●耳邑凸今■●一一申●●■ロ■ー｡●＝一一令今■

● ◆

｡。令一●‐‐－－－■･■●｡ーCQ全一｡●●－－－ーー凸一・一一一｡｡●

● ●

（ 円）



(別紙様式第41）

刎入 ，倖，｛凰三藍 首 "I-･ を垂／に口、

へ

少
一

一
一
一

受 付

受付区分

事件番号

事 件 名
少 年

生年月日

終 局

結 果

抗告等申立て

記録送付

抗告審等

終局結果
■句●~－－，◆‐●・ー■●ー●一色ら申一や守一●■●●凸●つ■■

上訴審から記録返還 1
I

’
I

I

保 存
＝

うじ 結
一一℃■Fローーロローーーーーーーー一寺守守一一●寺●●ー凸…●申

終 期

記録廃棄

備 考

担当部

受領印

● ●

検警移回

■●｡●◆‐●申一壱■｡●●●の▲命令◆●G■■？●●与一争一マ争寺ロー■●■●●●●の｡●◆●●･●■の●●■●◆ゅ｡－寺守口守寺■■ー■や●マ甲寺●今●｡●●ら争旬●やロロ●●一冒 二 . ＝●－－－

● ● 生

● ●

●由●●今令一＝●●や■｡■函■｡●●牢や缶●句■｡■■■■■色◆旬◆守ママ●ご寺｡●凸●｡｡●争一一■旬■■■むら｡□･争｡◆寺●ー●･●●●一｡｡●■■■cc◆●●●●●■■七 二=■=

付法少検

● ●

● ●

● ●

､－．－－－●ー■凸の今申中一■ロマーー －－－ 一 -

● ●

| ’

● ●

I

● ●

’
I

● ①

凸今◆争一句－F－－吟■－－寺●｡｡｡■－m■■…■■｡－

● ●

検警移回

‐凸◆~一一ーーー－－－．－－ー●●一 害

● ● 生

● ●

付法少検

● ●

● ●

● ●

■●－－一中中●●●■●■■｡ー｡●凸｡◆－－－－℃ー■⑧●●●◆－－℃｡■■■■●●令今｡= ﾏ ｰ =

● ●

● ●

● ●

◆ー■申●●■｡●一●●口■勺●、ー…－C◆吟も守守｡ー●一・G．●士一■勺■寺■で■旬■

● ●

● ●

検警移回

● ● 生

● ●

一一口●凸一色●申｡●●●●■●・舎一｡‐缶で一己一一＝＝一一●｡●■●ナー － ､ ﾆ F－－－= = -ﾆﾆ 0 口色色●勺一ﾏｰｰｰﾛ

付法少検

● ●

● ●

● ●

p●●●一一ー面■■己ら◆ｰｰ◆●●●寺■●●■●■｡．←÷◆旬■－●■｡｡■●一争争一や●●＝■

● ●

● ●

● ●

● ◆

● ●

検警移回

＝■芭旬■＝｡●●■●●－－－句一■四■七■●｡●■■■■■･■一参色一■●旬勺守で呑む旬■一G画eひけ寺■寺■●■■＝■一F■■ 一

● ● 生

● ●

付法少検

● ●

● ●

● ●

一一÷一一一ー一口一や守寺一一一一●●一一℃－｡｡－●－守幸一一｡●■画●■

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

検警移回

・ さ 生

● ●

付法少検

● ●

● ●

● ●

＝◆◆包む●ｰー●■■●‐●●一幸一一■~一｡●●－－－屯■■■』■■一一一一pで●■■｡●の●｡－令一七●■●一

● ●

● ●

● ●

テーマー マーーーローーローーローーーーーー▼｡●…e■■一

● ●

● ●

検警移回

● ● 生

● ●

付法少検

● ●

● ●

● ●

句■一寺一G－一一口勺一●ー－｡◆一一一一一｡●●…一宇争や｡●●｡●一一 T■

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

検警移回

● ● 生

● ●

付法少検

● ●

● ●

● ●

－－一中一●申一幸●一一一一一ー－－－一一一｡●f ﾏ

● ●

● ●

■●七一一今●C■●争ゅ●●●■■●｡一争旬●－■｡●ー●｡－＝一℃｡■●守匂｡●- 子 ■rﾛ

● ●

一マママーーーーー■■一一●ー今

● ●

、■一合■■●－－凸■むめ一一●■~－eゆむ寺西で■－●－●●●



式42）

年（少） 道路交通法違反保護事件等

少
年
保
護
事
件
簿
（
乙
）

（
少
）

受付

受付区分
事件番号 少 年

生年月日

終 局

結 果

保 存

終 期

記録廃棄

備 考
担当部

受領印

検警移回
● ● 生

● ●

,｡△①Gao■■｡－①●●■｡●●｡●●◆芭西■｡●争◆■申◆●◆句一国｡●■■｡｡■一■一①●●●●の●▲●g●己守寺●ひ●甸町●●■●■●■一

● ●

■■｡●己｡●｡‐●｡■■■■■●●●●寺●｡｡申申｡ーマー匂写●■吟一一一つ■■ー｡■●今●■■ー●■●●｡■●■●

● ●

D●●｡｡●●｡●申｡‐‐●●●｡●●｡●や－℃一口守一句一●一年●凸凸

検警移回
● ● 生

● ● ● ●

● ●

D●■ー●●●今●●●P寺申●｡●●●●…■寺｡●~■。■●■■●一口q

検警移回
● ● 生

e ● ● ●

O G

■年■●●｡●●●●●寺一｡●●●●●｡｡●－●●●守函b寺■●一

検警移回
① ● 生

● ●

FD｡●●●…一や一心■●＝一一一一●己宇●■一一一一巳｡○｡●●●●●ーー●■●●･■●ｰ■ー｡一●｡●｡●句■●●一●

● ●

句■ー｡●一‐●②■■●◆●●●･ー｡｡●●●･●■●■■●ー●守亜●｡p●●●ー争●ー●

● ●

検警移回
● ● 生

● 、

ﾛ｡●－令｡■■卓今●－●■●心■●●･一寺■■●■｡●句●■●■寺守牢一申争◆●qqc■■守ワロや一申守や●●＝●や■－－句争一や争争年一一口二一口

● ●

●今｡－｡……●●pCC－●●●●…●－●｡●■－や◆ー■一‐幸一◆‐◆凸一年争

● ●

色■■や一一今今●。｡●今■一今凸色｡■●｡、●今一一凸一一●己q

検警移回 ● ● 生

● ● ● G

● ●

寺●●●●■●ー~■●｡●｡●●●●●｡●●●旬｡●b●●●■●●①寺●■可

検警移回 ● ● 生

● ● ● ●

● ●

検警移回 ● ◆ 生

◆ ● ● ●

● ●

検警移回 ▲ ● 生

● ● ● ●

● ●

検警移回 ● ● 生

● ● ● ●

｡ ●

検警移回 ● ● 生

● ● ● ●

● ●

検警移回 ● ● 生

｡ ● ● ●

● ●

｡●●●｡●●●●｡■●｡●■ー●■●●■■■●~ー●●●ー●●｡●｡●I

検警移回 ● ● 生

● ● ● ●

● ●

一●｡●■●●｡■ーー…の■●●｡●cc●｡－■－凸●q

検警移回 ● ● 生

● ● ● ●

C ●

検警移回 ● ● 生

● C ◆ ●

● ●

D●①｡。一●や●●●●QqoCー一色｡●｡■●申。｡■ー●ロ●●色1

検警移回 ● ● 生

● ● ● ●

● ●

●●‐‐‐■‐ー‐‐争一や争守や｡ーーー■‐qq申■ロ｡●●●寺●寺句呵

検警移回 ● ● 生

● ● ● ●

● ●

検警移回 ● ● 生

● ●

D今●■●●｡＝｡●ー●●00－■●｡●p寺■●●｡●●●一●●■■ー｡●●｡｡■一一■●●●｡●一一画C●ー■ce－e■－●

● ･

● ●

D●｡▲凸一一●●ー＝一一△●今｡◇今今今｡｡一一■●■Cq

検警移回 ● ● 生

● 0 ◆ ●

● ●

凸●●●ー…●●ーーCC－■｡ーつ●…一心■●●●●●q■

検警移回 ◆ ● 生

● ● ● ●

● ●



(別紙様式第43）

令和 年（少ハ） 準少年保護事件簿

へ

少
《
）

受付

事件番号

事 件 名

申請

官署等

本 人

生年月日

基本事件

終 局

結 果

保 存

完 結
一②全一■←③ー一一●…●一寺誇寺‐●q●寺一●一宇◆守守｡｡●－…－一・一一壷面pp●函｡｡

終 期

記録廃棄

備 考

担当部

受領印

● ● 生

(少）
● ● ● ●

● ●

● ●

O ● 生

(少）
● ◆

●■■■■■■■■■巳■■■cc巳一色｡｡ー⑧｡⑧一一の。｡。争争争●一命…ｰの◆~争一一一◆●一一口一己一幸●●●寺｡●勺■■ロ■■■一｡●巳●●色一

● ●

■■…■守年一■争守一■P－寺一●●●－－－－■●｡つら■■■■■■壺一●●■－●●◆●争…ー申申一●－－…守■●●｡｡

● ●

● ●

● ● 生

(少）
● ● ● ●

● ●

今凸一争◆◆ｳ◇＝守口●一一一甲ロ●申●｡■●●●●…－－■■●■●●｡■■■■■■●●｡●●今▲●●■■｡一一一己ｰ◆●←一一申●争

● ●

一争一一●●●｡●●一｡■●一一｡一一由●一一一一一一｡●函●■△一一一●一色一一｡。一一申や｡一

● ● 生

(少）
● ● ◆ ●

● ◆

● ●

● ･ 生

(少）
● ● ● ●

● ●

● ●

● ● 生

(少）
● ● ● ●

● ●

● ●

P寺●●■●●●●争寺一一○一■●ー●●･………●●●●｡ー一＝■－－－－－－－－－一e－｡－●…一一一q

● ● 生

(少）
● ● ● ●

● ●

● ●

一●一一今一一●一一＝



(別紙様式第44）

令和 年（少二） 少年審判 等共 助事件簿

へ

少
二

…

受付 事件番号
嘱 託

裁判所
事件番号

~一事~祥~~茗~…~~‐
被告人

少 年
事 頂

〆、

終 局

結 果

記録

送付

備 考

担当部
一申や●・口争争一●守寺守一■｡●函■■■｡－◆●●b－a●一｡●q

受領印

高
地
家
支
簡

（ ） ● ●

一■ー守一一一一■－口”■●ー●●｡●●一●●●一一■■●一一口一一一●●

終了 転嘱

幸一◆一宇一一一●●･●－－●■■＝

高
地
家
支
簡

（ ）
｡■■茜色画●■●色色。＝凸申一◆－●●－や●守守寺勺｡■ー■■で一壷■｡■｡●今のー■●■■一一●ｰ●●今一申隼一一●◆◆寺今●一一=や旬宇●缶 ,●耳一■

● ●

終了 転嘱

高
地
家
支
簡

（ ） ● ●

終了 転嘱

高
地
家
支
簡

（ ） ● ●

終了 転嘱

‐■●●●●ー■旬包●●■■｡‐｡●●●●●■ー‐ｰ一一~①酌…

高
地
家
支
簡

（ ） ● ●

終了 転嘱

ひ｡■一一＝一一●｡~－守寺●｡●句－面け｡｡●●●●｡■■

高
地
家
支
簡

（ ） ● ●

終了 転嘱

高
地
家
支
簡

（ ） ● ●

終了 転嘱



(別紙様式第45）

令和 年（医ろ）

医
療
観
察
処
遇
事
件
簿

（
医
ろ
）

事件番号

受 付
受付

区分

移回 移回 移回

申 立 人

検医観対保付 検医観対保付 検医観対保付

対 象 者

事 件 名

終 局 ｡ ● ● ● ● ●

結 果

抗告申立て 取下げ
検医観

対保付

● ●

● ●

● ●
検医観

対保付

● ●

● ●

● ●
検医観

対保付

● ●

O ●

O ●

記録送付 冊 ● ● 冊 ● ● ？ 冊 ● ●

抗
告
審

局
果

終
結

再抗告申立て 取下げ

● ●

検医観

対保付

● ●

● ●

● ●

● ●

検医観

対保付

● ●

● ●

● ●

● ●

検医観

対保付

● ●

● ●

● ●

再
抗
告
審

終 局

結 果

‘ ● ● ● ● ● ●

確定事由 期間徒過抗告等の取下げ 期間徒過抗告等の取下げ 期間徒過抗告等の取下げ

確 定 ● ● ● ･ ● ●

上訴審から記録返還 冊 ● ◆ 冊 ● ● 冊 ● ●

保
存

完 結

法42条1項1号又は2号

の決定をした裁判所への通
知

医療終了

終 期

記録廃棄

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

備 考

担当部 受領印



(別紙様式第46）

令和 年（ ）

法
廷

等

秩
序
維
持

（
秩
い

違 秩
ろ
・
秩
は
・
秩

反
事
件
簿 に

）

事件番号

受 付

本 人

違
反
行
為
の
あ
っ
た
事
件

事件番号

当 事者

被告人等

事件名

（ ） （ ） （ ）

終 局 ● ● ◆ ● ● ●

結 果

抗告・異議申立て ● ● ● ● ● ●

記録送付 ● ● ● ● ● ●

異

議

抗
告
審

終 局

結 果

● ● ● ● ● ●

上訴審から記録返還 ● ● ● ● ● ●

保
存

完 結

終 期

記録廃棄

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

備 考

担当部 受領印



(別紙様式第47）

令和 年（分）

裁
判
官
分
限
事
件
簿 （

分
）

事 件 番 号

受 付

申立裁判所
地方

家庭
裁判所

地方

家庭
裁判所

当該裁判官

官 職 氏 名

終 局 ● ● ● ●

結 果

抗告申立て ● ｡ ● ●

記 録 送 付 ● ● ● ●

抗
告
審

局
果

終
結

● ● ● ●

上訴審から記録返還 ● ● ● ●

官 報 公
一

可マ
● ● ● ●

保
存

完 結

終 期

記録廃棄

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

備 考

担当部 受領印



(別紙様式第48）

令和 年（記） 上訴申 立言 等記録簿

進行番号 受付 事件番号 被告人・少年等 文書の標目 差出人 担当部 受領印 備 考

（ ）
検被弁少付

（ ）
検被弁少付

（ ）
検被弁少付

（ ）
検被弁少付

（ ）
検被弁少付

（ ）
検被弁少付

（ ）
検被弁少付

（ ） 検被弁少付

（ ） 検被弁少付

（ ） 検被弁少付



(別紙様式第49）

事件関係送付簿幻

Ⅱ

１
１

I

■
０
■
Ⅱ
■
■
■
■
Ⅱ
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
▼
●
●
●
０
■
■
■
■
■
■
■
■
、
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
９
■
。
Ｄ
■
●

送付
、J
●

事 件 番 号 文書 の 標 目 送 付 ・ 先 受領印 備 考

（ ）
、 ●

（ ） ､ ■

（ ． ）

（ ）

（ ）

●
●

（ ）
ラ

● 。 ● ●

（ ）

（ ）

（ ）

C Q

（ ）



(別紙様式第50）

令和 年

帳
簿
諸
票
備
付
経
過
簿

整理

番号

帳簿諸票の名称

作成

月日

引継ぎ

保存

満了

年度

廃 棄

(取扱責任者印）

備 考

● ●

冊

令和

年

● ●

● ら

冊

令和

年

● ●

● ●

冊

令和

年

● ●

● ●

冊

令和

年

● ●

● ●

冊

令和

年

● ●

● ●

冊

令和

年

● ●

● ●

冊

令和

年

● ●

● ●

冊

令和

年

● ●

● ●

冊

令和

年

● ●

● ●

冊

令和

年

● ●

● ●

冊

令和

年

● ●

● ●

冊

令和

年

● ●



(別紙様式第51）

令和 年

保
護
観
察
整

理
簿

進 行番 号

担当部 判決言渡し

事件番号 （ ） （ ） （ ）

氏 名

罪 名

上訴の有 紐Jb，、 有 無 有 鉦
J0，、 有 無

上 訴結果

● ● ● ● ● ●

管轄保護観察所

観察の始期 ● ● ● ● ● ●

観察の終期 ● ● ● ● ● ●

執行猶 予

の 取 消 し

● ●

地 支

家 簡

● ●

地 支

家 簡

● ●

地 支

家 簡

保
存

完 結

終 期

記録廃棄

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

備 考



(別紙様式第52）

勾

留

茜
示

第一審
地 支

簡
令和 年（ ）第 号 第一審検番号

控訴審

上告審

高 支 令和 年（う）第 号

皀
取 局色 裁判所 令和 年（あ）第 号

(検）

被告人

明大昭平 ． ． 牛

勾留

罪名

起訴

罪名

起訴

年月 日

● ●

勾留

年月 日

● ●

事 由

1 起訴前の勾留

2起訴後の勾留（逮捕中求令状）
3起訴後の勾留（2を除く｡）
4少年法45条4号

収容

場所

移送

収容

場 所 年 月 日

◆ ●

● ●

● ●

◆ ●

● ●

場 所 年 月 日

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

身柄に関する裁判

年
月日 要 旨

釈 放

年
月日 保釈保証金 残日数

収容

年月日

満了

年月日
備 考

円

円

円

円

円

円

円

円



(別紙様式第53）

令和 年 観護措置簿

係

4 1

事件番号

事 件 名
少 年 調査官

観護措置決定

更新決定

満 了

満 了
審判期日 備 考

● ● 生

0 ●

●
●
●

●
◆
●

● ● 生

●
●
●

●
●
●

●今◆◆p争い◆◆｡-｡●●■■旬一一一｡＝●｡●●cc③①由｡●●●●｡●●■■…●寺一一一◆◆争一心一●凸凸凸企一●一ー巳一画■●■●｡G凸今●■●凸■七一■

● ● 生

●
●
●

●｡

●
●
●

● ● 生

●
●
●

●
●
●

● ● 生

●
●
●

●
●
◆
．

● ● 生

●
●
●

●
●
●

● ● 生

●
●
●

●
●
●



i

(別紙様式第54）

(表）

NHIT1ML二二二コ’

’

’

’
１
１

索
引

票

へ

少

’
ー

一

刷がk

氏名

､の●◆●■･●●｡‐●・■ロロロー●●●●凸●●●~●悪一一●凸一凸一●●｡｡句一一●●●●・◆◆

● ●

｡ ｡

●●●●ロロー●●｡＝●●の今一●‐一一一心や●ロ幸一ケーゥ●ー‐②。●●●●●｡

■ ● 生

住
居
地

1

2．

3

今

変名
通称．

保
護
者

1 2

受付

回数
年度 受付

e 申

受付区分 事件番号 事件．名 裁判官 調壷官 終局 結果

●1■

送致先 備 考

1
検警移回

2

検審移回

3
検警移回

4

検警移回

●

5

検警移回

6

検警移回

＝ ■



、

ー

(裏）

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
〃
一
■
■
■
■
■
■
■
〃
Ⅱ
▽
ｇ
■
■
△
■
■
■
ｐ
■
●
呈
守
一

毎
■
■
■
■
、
ｂ
●
●
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
●
凸
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
ワ
・
●
●
■
■
Ｇ
●
■
■
■
■
■
■
■
Ｔ
■
■
且
■
●
●
■
■
９
日
■
■
■
■
■
且
■
■
●
■
■
■
■
Ｈ
■
■
ａ
■
■
■
凸
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
●
。
■
■
■
■
■
■
■
■
９
コ
■
＆
■
■
■
■
■
■
●
・
旬
Ｑ
Ｑ
Ｉ
且
■
■
日
■
■
■
■
■
■
■
■
日
■
■
■
■
■
■
■
■
、
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

I

／－－~~一一一－－－－●
．
一

受付

回数
年度 受付 受付区分 事件番号 事維名.

④一

裁判官 鯛査官 終局 結果 送致先 備 考

7
検審移回

ー

8
検警移回

9
柵移回

少年調査記録移動

移 動

年月 日
所在庁． 移動事由 備 考

移 動

年月 日
所在庁 移動事由 備 考

● ● C Q

g ● ● ●

◆ ● ● ●

‐

G ●

始 期

保。

終 期

存

記録廃棄 ､傭考

● ● e ● ● ● ● ●

● ｡ ●
● ● ● ▲ ● 、

｡ ●
● ● ● ● ● ●

● ●



０
日
０
一
日
Ⅱ
Ｕ
ｉ
ｎ
０
Ｂ
Ｆ
０
Ｕ
０
Ｉ
１
ｌ
日
日
０
■
■
〃
Ⅱ
Ⅱ
〃
１
０
８
Ｂ
Ｈ
８
Ｂ
Ｕ
０
口
８
口
Ⅱ
Ⅱ
８
８
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
９
日
Ⅱ
Ｕ
８
０
０
０
０
ｉ
Ｂ
■
、
●
含
Ｕ

ー

(別紙様式第55）

『
ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｊ
Ｉ
ｌ
Ｉ
計
●
Ｉ
ｊ
Ｉ
Ｉ
ｉ
「
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
１
ｊ

索
引
票
（
民

名氏

氏名又は

名 称

Ｉ
Ｆ
■
■
Ⅱ
０
０
Ｐ
●
、
■
０
■
Ｂ
■
■
日
日
０
０
■
日
■
９
●
。

◆
Ｈ
Ｄ
Ｄ
Ⅱ
Ⅱ
■
、
■
Ⅱ
Ⅱ
Ｉ
Ⅱ
Ⅱ
■
ｒ
Ｏ
Ｐ

ｌ
ｌ

担当部

（ ） 、
刑
．

|傭ゞ 家
…

L



(別紙様式第56）

ノ

索
引
簿
（
民
・
刑
・
家
）

ー

－ 1■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■､三二 ● ｡

氏名又は名称 受 付 事件番・号 担当部 備 考

● 、

』

（ ）

■ ● （ ）

b ・

.』 ｡
● ， （ ）

● ● （ ）

｡ ●

● ● （ ）

● ● （ ）

● ● （ ）

● ● （ ）

● ◆ （ ）

● ●

● ■

◆ ，

◆ ●

（ ）
C G

Q ● （ ）

● 0 （ ）

ワ ● （ ）

■

● ●

● ● （ ）

● ● （ ）



(別紙様式第57）

期
日
簿
へ

民
ー

裁判長 裁判官 裁判官 書記官

時

刻

事件番号

事 件 名
当 事 者 代理人 予 定 結 果 備考

（ ）
－●■■●。■＝わ~宇申－｡■－■●●■｡－●－①台●｡●●●申甲守一幸一争争一色｡早■■一幸－令■や●●■や●ローーー●令一心一一■一●C■｡●●●●▲

弁準弁弁準進和

証

本

（ ）

一口凸｡②■◆今◆●●● 一一一一一一■－ー一一■ー●吟●pb－甲争缶●守寺｡●－－●●一一℃●●●寺｡①●●■一口■○○F－■●－

弁準弁弁準進和

証

本

（ ）

､｡－●寺●幸＝吟■｡●●■◆P■●缶■■ー｡‐●●｡‐●｡●■ー■一口句■｡●●■●■■の■①●■ー･●■●■■●｡■⑧⑧●｡－●●⑧●■■今凸一⑧■の■一口●●■函■

弁準弁弁準進和

証

本

（ ）

一一凸一一●■■＝申一一一争一缶eq●q一・一一一一●■－●－－●＝●●－－⑧G－p■■－●｡■＝●－■一●●● ■■－国■q

弁準弁弁準進和

証

本

（ ）
己●ー●●●●~■●旬●■■●一一ｰ心令■一今一一一口●●守p■－口■■配■…町■｡ー句●●■函｡■函■■｡●■巳一■ーーー●●寺■●●●●

弁準弁弁準進和

証

本

（ ）

▲ー■●●｡●●■●｡ー今の一一e…色①－土ひ守寺■一心◆…守嘩Ge－■q･句壷p●一一｡●△｡｡●｡■守口申一●●●－●●－－p”●｡●●＝｡●

弁準弁弁準進和

証

本

（ ） 弁準弁弁準進和

証

本

（ ） 弁準弁弁準進和

証

本

（ ）
ーの●｡■●●●｡●●●●■●●…●一町■…や｡■ー｡●一寺一一F寺…●一一●●●の●｡■●■●一●ーー~酋呂●…ｰ．C心全一…凸｡●●●●◆■曲

弁準弁弁準進和

証

本

（ ）
令申｡｡｡●ー●やや●●●ｳ●●｡■Q－G－■■一eー争一甲争一一●●●…●■ー｡●●●ー●■ー…己●●◆｡●GcG●令●一｡●●●●●●●凸今

D■……■F●F●●｡｡■‐■■■＝｡●■■●●■●｡●凸●■●●●｡■ｰ●一一■■口■凸今一●…一■一■■一凸一●一一■一口｡■争一幸◆口己今耳●マママーマー

弁準弁弁準進和

証

本



(別紙様式第58）

期
日
簿
盆
月況

売
…

裁判宮 書記官

時
刻

事件番号

事 件 名

債 権 者

債 務 者

執行官

記 録

受領印

予定 結 果 備 考

記録

受領

（ ）

P－－－－◇■写＝＝争己争■■■｡■■やローーー甲一一■■F句■■■F■＝守寺一■吋一■…0■F毎F●■守寺●■ロ｡｡＝｡■●p■勺由◆■■■‐■－句寺｡F司包やI

（ ）

●

（ ）

（ ）

（ ）

一一争守＝‐＝一＝ー一守二○■＝一幸●け争一＝＝一缶○○一｡■ー守争■●■F●ー●●■■｡●■口申寺●●●■■■■■■●画■●■■■■■●●⑧ー■●●ー｡ー

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

D■■■■…■■画●■●凸●色全今一一e巳の函一一一凸●－凸一や一■◆中？凸守e－一幸■－●－■函■･一~ー■●｡●●●●●－，1

（ ）
p＝●巳…凸●今。一色一●ら一一一■｡■｡｡◆一一一中一一一一わ●｡｡一一●■茸①●o－e－写字争申争■－■●｡◆守幸｡…■｡■申●◆■●句

●‐や｡寺一■●勺｡｡｡●●■B●ーの｡●ー●･●●●C●■己○舎凸全○つ土一．■○一｡■■｡｡－－一一●令一一一■凸一＝一凸一＝－■－－＝■ー可＝ー■＝■



(別紙様式第59）

期
日
簿
（
民
調
・
労
・
家
ー

裁判長
審判官 審判官 審判官 書記官

時
刻

事件番号

事 件 名
当 事 者 代理人

調停委員

労働審判員

参与員

結 果 備 考

（ ）

D●宇一や中申令●面■芭寺■－口｡●e■■■｡●●■■●■■●画＝｡■－｡●■■■■●●■■■■■■守宇－●●●●■■p●－■ロー…●■今由●･●申申凸±±争色▲■ｰ｡●◆

（ ）

ー争…■旬●ー一℃~●争■●｡●｡■●○一｡●●｡｡一●●一●●●･●一●ー●●●令◆●●◆●●●●ー｡｡■●●●● の一ー争■■－1

（ ）

（ ）
■句一一｡●●｡●｡｡●一●今今●●●ー●ー●｡ー●ｰ●■●●一ー｡●●g●●●ー●ーーーF●ー~●…－－申一・○●“一

（ ）
b一一一一一凸｡｡｡-｡●･…一一ー争一心●P■●厚｡…壷■…■－｡－G‐◆◆－－甲■－＝匂●■■●－℃●句｡●－－－－●q●●寺●｡●申■

（ ）

（ ）

（ ）

h●一己申｡~●やー｡●●｡●●一争一や●●■■｡●●●●…ひら●●｡●一色●●●･一■

（ ）

（ ）
DgC●一e－C－心巳毎c｡①一一七今一一一一む｡◆｡早‐‐■●Pー＝幸●｡●④●守■＝‐－－－－ー■●＝句■一 寺｡●p●や一句－－－ー一●缶e･●●｡●｡ー｡



(別紙様式第60）

期
日
簿
へ

刑
…

裁判長 裁判官 裁判官 書記官 検察官

時
刻

事件番号
ﾛ‐■…ｰ◆･一●●■●●■●aG－…●●●●■■ー■｡■■●F●守守~一幸●ｰ●一守申一■■■｡ーー勺一一一■P｡や寺◆

事 件 名
被 告 人 弁護人 予 定 結 果 備考

（ ）
いむ●●●辱…｡－●■■●●｡｡●｡｡■｡●●●●ー■寺一℃●ー｡｡●ロー●｡一－句寺●ー－ー●旬ー●●●●申bー●一一｡●｡●●●●■●今一｡ 勾

保
宅

私
国

証

被

（ ）
●●●一｡●邑一■■ー｡－℃｡●●●一一■●…｡ー●｡｡●●｡■●ー●●■｡｡｡●●｡●●■●~ー｡●$●口与U－－c■●●◆心◆一公ら 勾

保
宅

私

国

証
被

（ ）
一等一一凸…●■●●●●●■凸■●●全一色色△●●●●●■●■■の■●●凸一…●■■●■●●■●一⑧一｡＝●c■凸･■■一旬ー｡◆◆企一心＝~● 勾

保
宅

私
国

証
被

（ ） 勾
保
宅

私
国

証

被

（ ） 勾
保
宅

私
国

証
被

（ ） 勾
保
宅

私
国

証
被

（ ） 勾
保
宅

私
国

証
被

（ ） 勾
保
宅

私
国

証
被

（ ） 勾
保
宅

私
国

証
被

（ ）
‐寺■■●p甲一一萄一争一●令●缶争●｡●●一甲守争守や■●●一色一や申｡●●●Fp寸■●●●●●…bｰ●●｡●一心●令令今一一●一｡●一一一 一 勾

保
宅

私
国

証

被



(別紙様式第61）

1

2

3

4

5

6

7

期
日
簿

８

へ

9少
…

10

裁判長 裁判官 裁判官 書記官

時
刻

調
査
官

事件番号

事 件 名
少 年

観護

措置

者
人
他

保護

付添

その

結 果 備 考

(少 ）

(少 ）

(少 ）

(少 ）

(少 ）
トー■●~●寺｡■●●申●●●●｡争一一●●●●●＝●－■一寺●■－句■■■｡■■F●守寺一℃｡？◆－◆－●G令‐一｡｡－句●｡＝一心●卓一いつ一口●●ー●●ら●~

■

●

(少 ）

(少 ）

(少 ）
F■ 守一■●■●■●一一e守一寺●一■｡｡｡‐守守一一一一e■｡一一色一■今凸一｡‐毎｡｡◇｡e凸■一一一ｰ●｡■○○4

(少 ）
、＝寺守●F■■■●●■寺●西守寺一F守画一｡■一■■｡■●■｡●･一宇一●■－■●＝唾■函旬ロ｡…●｡●句●寺P●寺や中や一守句句守守一●■－ー寺申函■■●q

(少 ）
卜巳■■｡●｡q寺｡■。●●●｡●口守写争●●寺●●ー■●一一■■●●■①●■O●｡●●●■●●■｡■■●●■●●■●…●●p･●●C申心●●…e●●●●●中●｡●■｡■●ー■ロ…●ー●。ー●■



(別紙様式第62）

令和 年（ ） 担当簿（民一）

受付
事件番号

事 件 名
当 事 者 係 期 日 終局 結 果

上訴

完結
備 考

記録引継ぎ

受領印

｡■●ひ■■｡●｡■●●｡⑧－－年一○ 句一一◆申◆●ロー●寺ローロロ●●● P一ーご■｡●｡■●●■●一●■●ー■■凸

ｊ
●
。
□
■
○
○
０
●
Ｑ
４
ｑ
４
ｄ
ｄ
０
９
０
０
０
０

上
完

● ●

冊

一一一●◆◆◆今…一－－で函■ 岳＝｡一一●●｡｡▲土一一一凸凸｡●●△●●

上
完

● ●

冊
■
ｑ
Ｑ
Ｕ
Ｏ
ｐ
■
９
０
日
●
句
。
■
４
■
■
■
■
■
。
●
。
■

申
●
。
。
○
。
●
●
ｑ
ｄ
０
ｄ
０
０
４
０
Ｕ
０
９
り
り
■

》
４
●
０
０
●
，
■
ｏ
Ｄ
Ｕ
０
■
ｐ
●
●
４
。
●
０
０
①

●
。
。
Ｇ
●
■
９
９
■
●
■
９
甲
■
。
■
。
●
●
０
０
０
０

上
完

● ●

冊
■
０
■
９
■
■
■
９
■
。
Ｏ
●
０
。
■
ｑ
由
り
ｑ
ｑ
Ｂ
６

で
０
０
●
０
■
●
ｑ
●
吾
。
■
。
Ｏ
■
●
■
９
０
６
６
０

上
完

● ●

冊

上
完

● ●

冊
甲
０
９
４
０
０
０
０
０
０
■
０
９
９
０
４
■
５
４
■
０
■

一.…~－－~?….…一･･．…一ー
ｑ
４
０
０
０
Ｕ
ｑ
Ｏ
４
ｑ
●
●
９
０
“
Ｕ
９
Ｇ
Ｏ
９
も
‐

上
完

● ①

冊

ローー…一一●●｡ 一一・~･令 p－●一■ー●~可－寺

上
完

● ●

冊

｡●■●一旬旬■■ー■■一口…■■画■■＝■ｰ画一■■■■■■■ー｡p・■●争甸■函寺寺■■一℃一■■ー●■■■色色■■ｰ巳●●◆ー申◆守①申｡◆も●缶｡｡●■…
P●｡■…■ーーー■ー■●●■｡■

上
完

● ●

冊

◆●…■｡■ーｰ■■■●■■●●■｡■｡■■凸一■■■｡■■一心｡…一●■争一一一・一一｡－■一●

▼
９
９
○
ｆ
Ｄ
Ｇ
６
ｑ
Ｇ
０
ｄ
Ｏ
６
０
も
９
０
９
０
Ｇ
８

上
完

● ●

冊

P寺●●F●●…■‐●…■…e■~●■凸●p●－－●弓■‐一一寺●一己●－●●･●一面■寺■●■■■■…毎■｡｡｡●●

｡▲○一○○つ●●つ←■■■－－●寺…一■ーー●●●○一■■■｡●●｡●■■●●…●●巳｡●○一●一今●＝●一●｡●一一の●｡－口凸一

守
Ｂ
４
４
Ｑ
Ｑ
○
○
○
■
６
９
６
０
４
。
。
。
●
０
０
．

■
９
。
。
。
○
９
句
。
ｑ
■
■
ｄ
９
■
０
口
■
ウ
。
■
。

■
９
申
０
８
り
む
■
９
６
９
０
■
勺
。
■
■
。
ｑ
■
９
０
句

▼
０
申
４
４
９
。
１
９
９
９
９
０
０
■
９
。
■
９
９
０
９

■
■
Ｄ
Ｐ
●
申
９
９
も
り
■
■
Ｐ
ｂ
。
●
Ｃ
Ｄ
９
６
９
９
。

上
完

● ●

冊



(別紙様式第63）

、
今

受付
事件番号

事 件 名
当 事 者 係

原 審
裁

、
二 畠I

⑧ 所
事件 。番号

期 日 終局 結 果
上訴

完結
備 考

記録引継ぎ

受領印

一●●●一一◆むマの寺●cc●●･ー●一一②‐令●◆守一一一｡｡ｰ●｡一●ら争守凸●●P●ー●申●◆｡‐争今●旬④台｡●●●■●●ず － ■ ｡■ご

地 支

家 簡

（ ）

上
完

● ●

冊

地 支

家 簡

（ ）

上
完

● ●

冊

地 支

家 簡
CC－毎■■｡■●＝‐凸●守寺●■■ー●■■●●◆－今CO屯●■■■■■｡■■◆－一宇◆やむ● ぞ二一J■

（ ）

Ｂ
Ｑ
ｇ
ｑ
■
■
■
■
■
ｂ
ｂ
■
ｂ
ｂ
Ｄ
ｂ
ｂ
■
じ
じ

上
完

● ●

冊

地 支

家 簡

（ ）

－－‐●●●ー■ー｡一一己 上
完

● ●

冊

地 支

家 簡

（ ）

０
０
，
６
０
０
○
Ｆ
■
ｐ
Ｄ
Ｄ
■
Ｄ
ｂ
Ｂ
Ｄ
６
Ｄ
ゆ
■

じ
じ
、
。
◆
も
ｅ
Ｇ
Ｇ
ｑ
４
■
６
．
０
■
■
ｏ
甲
、
■ 上

完

● ●

冊

地 支

家 簡

（ ）

上
完

● ●

冊

守●●●●①｡‐▲今今●今や今一一一一●匂一口■ー◆◆ー一■守守寺■~で●寺●●｡◆｡■●●●●一一守一一口■ロ■ー~‐●‐守守寺●rﾛ 二

地 支

家 簡
｡と＝一句‐や｡■毒でー●ー◆◆今●－－■｡‐今一勺●隼●甲一一一●｡●｡●一一面Bc－－‐q

（ ）

上
完

● ●

冊

地 支

家 簡

（ ）

■●＝●凸●●◆一旬■函…■ー●●

０
０
０
６
４
０
６
。
■
ｇ
ｏ
■
Ｑ
■
。
■
０
■
、
、
■

９

９

《

■

９

句

Ｂ

●

●

ら

●

。

■

、

。

●

■

■

ｐ

，

■

■

！

Ⅱ

９
１
９
０
■
ｑ
９
ｑ
ｑ
。
ｇ
●
各
ゆ
■
６
０
Ｇ
Ｆ
■

上
完

● ●

冊

地 支

家 簡

（ ）

０

■

、

、

■

■

●

Ｂ

●

Ｄ

Ｏ

８

ｖ

Ⅱ

■

■

１

■

旬

■
■
●
。 上

完

● ●

冊

－－寺一○年e‐●●■●む凸＝一や－－一一■－ 子 －●｢

●■●己ら←一今守守寺●●●ｰー今｡●■守口●幸ロロ■･●･一輪守守■■で■句■●ー一●●｡◆■●一寺旬画●●●CCG色戸一一 － 守る-- ■■qcG■■ ﾏ 一

地 支

家 簡

（ ）

■
■
。
■
０
■
０
●
■
０
■
■
卜
Ｄ
０
Ｑ
０
６
ｏ
６
■

▼
ｐ
Ｄ
ｐ
Ｐ
■
０
４
４
６
０
０
０
９
０
●
●
ｏ
０
０
ｇ

で
０
０
．
０
凸
Ｕ
ｇ
ｂ
ｇ
■
、
■
ｏ
Ｌ
Ｂ
ｑ
９
９
９
０
△

一一守与申●ー■｡ー●C一
面｡●一■｡●◆･●①許申寺

上
完

● ●

冊



様式第64）

和 年 （ ） (刑一）当簿

受付
事件番号

事 件 名
被 告 人 係 期 日 終局 結 果

上訴

確定
備 考

記録引継ぎ

受領印

四一一…－ D－■ ●一一一

上
確

● ●

冊
■
■
■
■
０
９
■
●
●
■
■
６
０
■
■
●
■
■
ｐ
Ｄ
０
■ 上

確

● ●

冊

上
確

● ●

冊

き…一寺｡●●●●ーｰ一

上
確

● ●

冊

■ー－－

■
■
４
４
申
ｇ
９
ｑ
９
ｑ
０
■
ｑ
ｌ
■
０
９
０
９
９
１

守
。
●
■
６
６
■
■
０
０
９
０
９
０
４
４
０
■
０
９
６
日

上
確

● 0

冊

一一今申つ－で一

上
確

● ●

冊

－●一心一

上
確

● ●

冊

西■ー■凸｡■■一一全一●e＝一 一一一……●一頭

上
確

● ●

冊

p一●一一・●一一一

上
確

● ●

冊

一｡●~｡G→…一再

上
確

● ●

冊



(別紙様式第65）

令和 年 （ ） 担 (刑二）簿

受付
事件番号

事 件 名
被 告 人 係

原 審
裁半リ 所
事件番号

上訴

申立人

趣意書提出期限

提出の日
期 日 終局 結 果

上訴

確定
備 考

記録引継ぎ

受領印

地 支

家 簡
●■●●一口函…｡●一一一つ－－FPー●●●●●●●ー巳坐－－口中中●‐■寺｡－－■●●a

（ ）

検
被
弁

● ●

● ●

。
●
●
●
０
０
●
０
■
■
■
０
●
０
■
■
■
ｑ
■
■
、
ユ

９
６
吟
じ
■
■
ゆ
り
◆
Ｄ
Ｄ
Ｆ
Ｕ
■
Ｄ
Ｂ
■
◆
Ｆ
０

ｂ
０
０
６
凸
ｐ
ゆ
り
ｐ
ｐ
■
Ｆ
Ｄ
①
Ｄ
９
０
Ｄ
ｆ
０
凸

上
確

● ●

冊

地 支

家 簡

（ ）

検
被
弁

● ●

● ●

ｒ
Ｂ
０
↑
■
Ｂ
Ｕ
ｇ
◆
０
０
牛
Ｂ
ｒ
Ｂ
■
Ｉ
早
早
９
０ 上

確

● ●

冊

地 支

家 簡
…＝…ー●ー●●｡●ー一心●一一●…一一…●寺＝●●●●●●●●■■一●…■｡◆｡“壷一

（ ）

検
被
弁

● ●

● ●

一一●●一一●…●一一●■い一…一

上
確

● ●

冊

地 支

家 簡

（ ）

検
被
弁

● ●

● ●

上
確

● ●

冊

地 支

家 簡

（ ）

検
被
弁

● ． ●

● ●

上
確

● ●

冊

地 支

家 簡

（ ）

検
被
弁

● ●

● ●

上
確

● ●

冊

地 支

家 簡

（ ）

検
被
弁

● ●

● ●

上
確

● ●

冊

地 支

家 簡

（ ）

検
被
弁

● ●

● ●

上
確

● ◆

冊

地 支

家 簡

（ ）

検
被
弁

● ●

● ●

上
確

● ●

冊

←←ー一●G－－－c－－……●◆－－－－■ ■

地 支

家 簡
p●⑧■､ー~巳■Ca■｡｡－－－－中●●｡●●一一■ー守一一F●●●●■■●－－●~由･ー｡－…－－

（ ）

検
被
弁

● ●

● ●

上
確

● ●

冊



(別紙様式第66）

令和 年（家 ） （家）当簿

受付
事件番号

~鬘…一祥一一茗……
申 立 人

､■■●｡｡＝■●●■■巳一画己■■●●●■｡■●一一~●ぐむ‐■●●一一■■■■■ぜ■●●ー●▲由凸由一一｡｡●も勺■｡●寺■…●■｡｡■｡－●②申●

審判を受ける者等又は相手方
係
参与員

調停委員
期 日 調査官

調査官との記録の授受

交付 受領印 返還

終 局

…緒………一巣~－
上訴

完結
備 考

記録引継ぎ

受領印

■ロー…■｡■■ー＝ロー…■●■■■■■●･巳一◆句■一軍一●●■●●■●●ーの函｡｡●◆◆●◆●｡－早早守守寺守口■■■●■■■一一ﾃ ｰ

■

９

句

ｑ

勺

。

。

ｄ

■

凸

■

■

●

●

０

■

■

●

４

■

』

■

■

●

Ｏ
０
Ｄ
Ｄ
０
，
●
ｂ
ｇ
９
，
。
●
Ｄ
Ｃ
Ｄ
Ｏ
６
ｂ
Ｄ
０

。
。
“
■
●
。
■
。
■
●
０
０
４
■
０
口
《
■
Ｕ
●
●
０
＆
■

ご
■
○
ｐ
●
●
●
●
。
■
９
ｅ
ｃ
９
Ｆ
Ｐ
９
■
■
ｒ
９
Ｂ
■

６
●
■
●
●
●
●
●
，
ｐ
心
中
◆
Ｄ
ｐ
Ｏ
Ｄ
Ｏ
Ｄ
Ｄ
ｂ

ｆ
心
●

●
ｇ
ｇ
Ｄ
■

I ．＄

● i

i
－.…．．……･………~T~....……~．.ー.……→….……......……－－．

● ： ！ ●

■

■

I

Ｄ
０
Ｇ
０
０
０
Ｇ
ａ

● の

上
完

● ●

冊

一p舎一｡‐■ーーー一一口■＝一一●●●●｡ーーら一一G－一■凸凸守旬－句ee－一◆◆●申◆■●寺｡●●●●●－■

－~…一一一

ｂ
ｏ
６
ｅ
Ｆ
Ｄ
●
●
●
り
り
■
■
？
甲
。
●
①
●
Ｏ
０
ｃ

▼
。
。
●
り
り
。
●
■
ｐ
ｑ
ｇ
０
Ｏ
Ｑ
。
■
９
■
。
。
●

今
。
。
■
◆
。
■
■
４
ｑ
４
ｄ
ｄ
ｄ
０
ｄ
ｑ
９
。
。
尋

● ●

ー●寺寺争●●や｡●ー■ー■■■和●｡●●●■●●一一ロロ●｡●●●……‐ー■｡■｡●●●●ー●●●●⑧●●…｡…8 上
完

● ●

冊

ーー一一・一一＝■~凸■ｰわ~一一一一－一℃で…｡●●■■一一一巳■●●企｡一一

記｡｡■■■●■■巳今今今隼凸一心曲全一■●●今や◆■●■●●●｡●■●の●■こむ｡一一一一■寺一や●■ー■巳一■■■●色色●●●●｡◆◆◆●●やつ●－－－■で■
◆今■中古｡｡●凸b●｡｡｡やつ●｡

Ｆ
ｂ
Ｕ
Ｑ
Ｄ
０
９
ｇ
Ｄ
Ｑ
●
０
０
０
９
■
■
■
０
０
９
■
ｒ
０
０
Ｕ
●
６
０
■
。
。
●
●
ｃ
ｐ
０
０
Ｕ
ｂ
●
０
。
■

宮
。
０
０
●
●
甲
Ｉ
ｑ
ｌ
４
●
０
６
０
●
：
●
今
３
４
Ｑ
１
ｏ
１
ｏ
Ｑ
ｏ
ｂ
０
０
Ｑ
４
ｄ
ｑ
ｏ
：

ー■●●●巳●●●今今｡●

ロ
も
◆
，
ｐ
Ｂ
Ｄ
Ｂ
，
■
０
，
，
，
●
■

●

……..……_….……..1-_…………_…_…．
！
い
じ
り
◆
●
ｐ
６
Ｂ
も
■
‐
■
◆
▲
ｐ
Ⅱ
、
‐
早
早

●

F寺■■■寺●｡■ロロ■｡●｡●●ー●画一｡●■■

● ●

争･●●●●■句｡■一一●●●‐G一●◆●■●一一口●ー＝｡｡｡■●●●●●●■●■ー●●e函■■ー｡●｡ー●ー 上
完

● ●

冊
守
●
●
●
■
Ｄ
ｃ
ｅ
Ｄ
０
Ｄ
Ｄ
▲
■
■
●
●
０
曲
■
。
●
●
●

ご
■
ｂ
ｂ
ｃ
ｐ
６
ひ
り
ひ
り
◆
Ｐ
６
０
Ｄ
■
■
■
■
■
■

。
ｐ
◆
０
１
６
，
，
Ｂ
◆
ｂ
Ｑ
◆
ｃ
Ｄ
０
ｅ
Ｇ
。
Ｄ
Ｂ

● ●

■－F●■ひ一…幸●｡■●■■■■●ー函p■ー■●寺争一寺一●⑧ー●●■■ー●｡｡■●●のー■の｡●●■●｡●●■“ 上
完

● ●

冊
》

■

白

■

ｑ

ｄ

■

ｑ

６

ｄ

ｄ

ａ

ｑ

０

●

■

■

■

■

■

ｐ

Ｏ

９

ｇ

● ●

÷●‐◆ーー一－一勺包む■函■…■ー■●…●ー●ー●ー●一一一●…■●凸●令一一一一一 上
完

● ●

冊

P＝壺●｡●ーーーー

●
６
０
●
ｃ
令
Ｄ
６
Ｄ
Ｐ
Ｄ
Ｄ
■
●
。
■
■
ｐ
、
●
●

ｏ
０
Ｂ
ｅ
Ｄ
０
●
■
●
●
０
．
■
■
。
●
０
０
０
９
６

一
■
ｐ
ｂ
６
ｂ
ｂ
ｂ
Ｆ
Ｕ
０
Ｄ
Ｄ
０
０
Ｂ
▲
■
■
Ｂ
■
ｂ
ｅ

Ｄ

０

ｂ

Ｂ

０

６

Ｂ

Ｐ

Ｐ

Ｂ

Ｄ

①

●

Ｄ

ｅ

０

０

９

Ｄ

● ●

上
完

● ●

冊
５
ｇ
６
ｇ
ｑ
４
Ｑ
１
：
■
“
甲
Ｉ
‐
■
Ｕ
ｇ
■
。
■
一
：
８
．
．
ｌ
ｂ
ｌ
：
；
；
０
１
。

》
Ｄ
Ｄ
ｂ
●
ｇ
０
Ｄ
０
０
０
ｂ
；
・
Ｄ
ｂ
Ｉ
Ｐ
ｐ
Ｐ
■
令
ｐ
Ｄ
Ｄ
ｐ
ｂ
ｐ
ｐ
Ｉ
Ｄ
，
巳
，
Ｉ
０
６
０
Ｄ
Ｄ
ｂ

‐●凸｡■■…●■■■■函酉 凸企一一一●守一◆一宇｡…

● ●

一◆◆寺寺一幸一一一守｡－－句●……■－G℃●●●●●凸●函●●…－●－●●｡■｡－一心－－●●c●◆ロー■■ 上
完

● ●

冊
で
０
●
●
■
ｐ
Ｄ
６
●
●
９
口
＆
■
■
■
■
。
“
■
。
。

一
ｅ
ｐ
０
Ｇ
４
ｂ
０
■
り
り
。
《
■
■
。
●
。
●
Ｐ
ｂ
“
●
●

一一…●ー －…一●一一一一

・
ｐ
Ｏ
Ｐ
Ｄ
Ｐ
Ｄ
Ｄ
０
６
ｂ
０
ｃ
●
●
Ｃ
Ｇ
９
Ｆ
●
Ｃ
Ｇ

Ｆ
■
い
■
ｐ
色
Ｏ
Ｄ
ｐ
ｐ
６
Ｄ
ｂ
Ｄ
■
■
■
■
ｐ
心
●
●
、

● ●

上
完

● ●

冊

ー●＝‐ロー色句一口－ー一一一…一■●●■m－p●ー●－－－－●一幸ｰ

一つ｡‐●－－◆一一℃p一一一一■｡●●~■。■｡■●｡●■●ー■c－－－G－今一一一一一埠◆◆~｡

‐
Ｕ
Ｏ
Ｕ
６
ｇ
④
。
。
。
。
。
◆
。
●
。
■
日
。
。
■
。

マ
ｑ
０
ｑ
０
Ｃ
０
■
●
９
■
Ｄ
Ｇ
０
Ｂ
Ｕ
０
Ｑ
Ｏ
と
９
４

》
。
○
Ｇ
０
Ｇ
ｅ
０
●
●
ｏ
０
ｂ
ｐ
，
●
ｂ
●
６
０
■
□

● ●

上
完

● ●

冊

＝宇一●ーーや●一一一一ー中一一一一一…ー●ー■■一一一一■－

一一一

Ｂ
●
■
●
６
●
■
●
●
ｂ
ｅ
●
●
○
０
口
■
甲
Ｕ
９
ｑ
●

》
①
。
●
●
■
ｂ
Ｄ
ｂ
Ｇ
●
ｑ
６
０
ｑ
０
■
■
■
●
。
●
●

マ
リ
。
①
●
Ｇ
●
Ｇ
ｄ
０
６
０
●
①
０
０
●
■
●
，
■
□

》
ｐ
ｂ
ｂ
ｐ
Ｐ
Ｄ
０
９
Ｄ
Ｄ
Ｄ
０
Ｂ
ｂ
ｅ
Ｄ
ｂ
ｂ
０
６
舎

● ●

＝■●ー●ー●｡●●C－Q●●■凸｡｡一一●●●◆｡e●申一一甲一◇●一一●一一●守寺p●｡●－●画 上
完

● ●

冊



(別紙様式第67）

受付
事件番号

事 件 名
少 年 係 調査官

調査官との記録の授受

交付 受領印 返還
期日 試験観察

終 局

結 果
備 考

記録引継ぎ

受領印

｡÷寺 ■ ■ ■ ■■■■■ー■■凸 ■■▲ L▲争宇 ひ一守令◆◇‐守凸争●●ｳ●｡●●寺や勺●■●●●●早畢毎号今｡一一マー●■GbF申心･●一一

● ● 生

▽
■
Ｄ
Ｄ
Ｏ
０
Ｄ
０
Ｄ
Ｄ
ｅ
ｂ
■
●
ウ
■
◆
６
６
６
６
』

６
４
■
９
０
４
０
０
０
０
０
■
９
０
●
Ｃ
Ｄ
●
■
ｐ
凸

０
０
９
１
９
０
■
■
■
６
６
８
４
日
ｑ
０
ｑ
９
９
４
９
ｑ
■

● ●
● ●

● ●

冊

● ● 生

Ｄ
Ｉ
０
０
Ｇ
０
４
ｑ
ｑ
ｆ
ｑ
○
○
９
９
０
■
ｑ
ｑ
Ｕ
４
■

申
ｑ
ｄ
ｅ
６
６
Ｑ
ｇ
Ｑ
６
●
■
ｑ
ｑ
ｑ
ｇ
ｑ
ｄ
ｏ
ｄ
■
■

● ●

● ●

● ●

冊

● ● 生

申
６
■
０
９
。
Ｕ
ｑ
９
０
℃
ｄ
■
■
●
ｇ
■
■
■
０
●
■

■

甲

■

、

■

■

■

■

０

０

■

‐

ｐ

ｂ

■

■

、

《

■

Ｕ

Ｐ

ｐ

ｂ

Ｐ

● ●

● ●

● ●

冊

● ● 生

。
１
０
ｏ
●
◆
◆
今
冬
守
。
■
■
●
ｄ
ｄ
ｄ
８
ｄ
■
。
■

守
。
■
●
。
。
●
●
Ｑ
ｄ
ｇ
ｄ
６
■
ｄ
Ｑ
ｄ
ｑ
０
ｇ
０
■

● ●

● ●

● ●

冊

● ● 生

■

■

０

■

■

０

■

●

●

凸

■

■

０

■

■

●

■

■

■

■

↓

ｐ

●

●
。

■
Ｏ
Ｄ
Ｄ
ｅ
●
ｂ
●
ｂ
０
ｇ
Ｑ
０
０
●
■
■
８
０
■
Ｐ
ｂ

● ●

● ●

● ●

冊

● ● 生

。
８
△
Ⅱ
８
０
９
０
０
■
。
■
０
９
９
０
０
Ｇ
口
１
０
０
０
６

● ●

● ●

● ●

冊

● ● 生

● ●

● ●

● ●

冊

● ● 生

P●●一一●｡ご■ac－－寺■
ーー缶壷一■一一 ■●今一一心…

● ●

● ●

ao－－C今一宇守申守守寺寺●ザ｡●●●■■■■｡■■■■画■■巳●画･色今凸曲今凸一。◆ー●令●｡…~‐●●守寺●守申●●●●■●■●■凸 ◇■画…－■●●｡●｡

● ●

冊

● ● 生

●
●
●
●
０
０
●
●
。
。
。
●
９
ｇ
ｏ
凸
ｇ
◆
Ｃ
Ｇ
Ｃ

ｇ
ａ
ｑ
ｄ
ｄ
４
■
Ｇ
ｄ
■
０
４
６
。
■
■
■
ｐ
ｐ
ｂ
■

■
●
ｇ
ｇ
０
●
Ｑ
●
●
■
Ｄ
ｂ
０
９
Ｄ
０
も
ｐ
９
６
■

● ●

● ●

● ●

冊

● ● 生

▽
ウ
ゥ
ゥ
■
巾
。
９
９
巾
。
◆
０
６
０
０
．
り
ぐ
ｄ
Ｃ
０

ロ
○
甲
ｇ
ｄ
ｄ
ｑ
４
４
９
ｑ
ｑ
９
。
■
９
■
■
。
。
■
■

● ●

● ●

● ●

冊



(別紙様式第68）

送達書類授受簿

■
■
■
■
■
■
■
■
■
●
■
巳
■
巳
■
■
■
Ｂ
■
巳
■
■
■

１
８

１
１
１
Ｉ

交付 事件番号 書類の表
一

ホ 受送達者
書類
受領印
送達報告書
受 付

備 考
● 一

（ ）

e -

（ ）

（ ）
■ 8

句 ●

（ ）

｡

（ ）

‐ ●

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

● ●

（ ）

● ◆

｡一

◆ ●



(別紙様式第69）

令和 年（ ）予備欄

民
事

●

政

家
事
事
件
簿
予
備
欄

事件番号
当事者

区 別
氏名又は名称

終 局

結 果
備 考

● ●

ﾛ■●■●■■■■●●●●｡■｡●Gee一凸企今今甲｡●｡－●一口竿の凸凸■－争合一■－－C－ec守･＝＝■今守一らe一己…－F己寺一■罰

● ●

● ●

● ●

● ◆

● ●

◆ ●

● の

● ●

● ●

● ●

● ◆

● ●

● ●

● ●

● ●

■■やロー■｡｡？①●●●●●■●●■■■■の■●●｡■今一一画｡■巳■●凸｡－写句＝－－－早口■や●－■■一己函●｡｡け｡●旬函一画

● ●

● ●

● ●

ﾛ･●■ー■ｰ函･●ー●■●ー■ー｡■■■●一｡●●■令一●ー●~●わ｡旬一宇｡～幸一●●■■＝■ P句■●●｡｡■－●一■■■■･■q

● ●

D■■ーー｡●弓●■■■■●ｰ｡ー●■●一一一■耳■■一■｡●一－一争一…●●■■＝●■｡■●｡●●●●｡●｡＝●●●●●


